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(57)【要約】
　開示されている自動ビデオ記録システムは、リモート
装置し、リモート装置は、記録対象である被写体と関連
付けられ、防水性及び耐衝撃性を有し、被写体に対する
記録カメラの方向付けを支援し、音声指示を検知し、且
つ、被写体の音響及び音声を記録する。装置は、そのコ
ンポーネントの統合の様々な程度を使用することにより
、構築されてもよい。本明細書の関係する方法は、被写
体の場所及び速度に応じて、カメラの焦点及びズームを
自動的に調節するステップを含む。
【選択図】図２



(2) JP 2015-513858 A 2015.5.14

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自由運動する被写体の自動ビデオ記録用のシステムにおいて、
　基地局と、
　前記自由運動する被写体と関連付けられたリモート装置と、
　カメラを方向付けするための位置決め器と、
　を有し、
　前記基地局は、前記リモート装置と通信自在に結合され、且つ、前記リモート装置の場
所に関する情報を受け取るように構成されており、且つ、前記基地局は、前記リモート装
置とのやり取りに少なくとも部分的に基づいて前記カメラを方向付けするように前記位置
決め器を制御することを特徴とするシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記基地局及び前記位置決め器は、一体的に統合
されることを特徴とするシステム。
【請求項３】
　請求項２に記載のシステムにおいて、前記位置決め器は、パンドライブと、カメラ取付
具と、を有することを特徴とするシステム。
【請求項４】
　請求項３に記載のシステムにおいて、前記カメラ取付具は、手動で調節自在のチルトを
有することを特徴とするシステム。
【請求項５】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記基地局、前記位置決め器、及び前記カメラは
、一体的に統合されることを特徴とするシステム。
【請求項６】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記基地局は、前記カメラの動作を制御すること
を特徴とするシステム。
【請求項７】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記位置決め器及び前記カメラは、一体的に統合
されており、且つ、前記基地局は、無線通信を使用することにより、前記位置決め器及び
前記カメラを制御することを特徴とするシステム。
【請求項８】
　第１装置及び第２装置が位置合わせされた状態に留まるように、前記第１装置を前記第
２装置上に取り付ける装置において、
　ａ）前記第１装置を支持するためのプラットフォームであって、
　ｂ）前記第１装置を前記プラットフォームに接続する際に前記第２装置の類似の向きに
対して前記第１装置を視覚的に位置合わせするように構成されたプラットフォームと、
　ｃ）前記第１装置を前記プラットフォームに接続し、且つ、前記第２装置の向きと適応
した状態において前記第１装置を保持するための第１留め具であって、
　ｄ）前記プラットフォームは、第２留め具により、前記第２装置に接続され、
　ｅ）前記プラットフォームは、前記第２留め具の軸を中心として回転してもよい、第１
留め具と、
　を有することを特徴とする装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の装置において、前記プラットフォームは、組み立てられた際に、前記
第１留め具に対して垂直である少なくとも１つの位置合わせ特徴を有することを特徴とす
る装置。
【請求項１０】
　請求項８に記載の装置において、前記プラットフォームは、前記第１留め具に対して平
行である少なくとも１つの位置合わせ特徴を有することを特徴とする装置。
【請求項１１】
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　請求項８に記載の装置において、前記第１装置は、カメラであり、且つ、前記カメラは
、前記第１留め具を使用することにより、前記プラットフォームに付着されることを特徴
とする装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の装置において、前記第２装置は、前記付着されたカメラの向きを制
御することを特徴とする装置。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の装置において、前記第２装置に付着された光源を更に有し、前記光
源は、前記第２装置の向きに沿って方向付けされた光ビームを提供することを特徴とする
装置。
【請求項１４】
　請求項８に記載の装置において、前記プラットフォームは、第１平坦表面を有し、且つ
、前記第２装置は、第２平坦表面を有し、前記第１平坦表面及び前記第２平坦表面は、組
み立てられた際に、前記第１留め具に対して垂直であり、且つ、前記第１平坦表面及び前
記第２平坦表面は、組み立てられた際に、実質的に共通プレーン内に位置することを特徴
とする装置。
【請求項１５】
　防水型電子装置において、
　内側表面と、外側表面と、を有する軟質ポリマーエンクロージャと、
　電子的及び電気機械的コンポーネントと、
　を有し、
　前記内側表面は、前記電子的及び電気機械的コンポーネントと直接接触していることを
特徴とする装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の防水型電子装置において、フレームを更に有し、前記フレームは、
前記軟質ポリマーエンクロージャに装着され、且つ、前記フレームは、実質的に硬質の材
料から製造されることを特徴とする装置。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の防水型電子装置において、前記防水型電子装置を人物に装着するた
めのストラップを更に有することを特徴とする装置。
【請求項１８】
　請求項１５に記載の防水型電子装置において、前記軟質ポリマーエンクロージャは、４
０ショアＡ～１０ショアＡの範囲の硬度を有することを特徴とする装置。
【請求項１９】
　請求項１５に記載の防水型電子装置において、前記電子的及び電気機械的コンポーネン
トのうちの少なくとも１つは、少なくとも１つのマイクロスイッチを有することを特徴と
する装置。
【請求項２０】
　請求項１６に記載の防水型電子装置において、前記電子的及び電気機械的コンポーネン
トのうちのいくつかは、前記軟質ポリマーエンクロージャに部分的にのみ埋め込まれてお
り、前記部分的に埋め込まれた電子的及び電気機械的コンポーネントは、露出した表面エ
リアを有し、且つ、前記軟質ポリマーエンクロージャの前記外側表面は、前記露出した表
面エリアと共に、前記防水型電子装置の外側表面を形成することを特徴とする装置。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の防水型電子装置において、前記少なくとも１つの回路基板に接続さ
れた前記電子的及び電気機械的コンポーネントを有する少なくとも１つの回路基板を更に
有することを特徴とする装置。
【請求項２２】
　請求項２０に記載の防水型電子装置において、前記部分的に埋め込まれた電子的及び電
気機械的コンポーネントは、露出した表面エリアを有する少なくとも１つの電気コネクタ



(4) JP 2015-513858 A 2015.5.14

10

20

30

40

50

を有し、前記電気コネクタの前記露出した表面エリアは、電気回路に接続されてもよいこ
とを特徴とする装置。
【請求項２３】
　請求項２０に記載の防水型電子装置において、前記部分的に埋め込まれた電子的及び電
気機械的コンポーネントは、露出した表面エリアを有する少なくとも１つの光導体を有し
、前記少なくとも１つの光導体の前記露出した表面エリアは、前記少なくとも１つの光導
体の光放出端部であることを特徴とする装置。
【請求項２４】
　請求項２１に記載の防水型電子装置において、前記部分的に埋め込まれた電子的及び電
気機械的コンポーネントは、露出した表面エリアを有するタッチスクリーンを有し、前記
タッチスクリーンの前記露出した表面エリアは、前記タッチスクリーンの接触可能な表面
であることを特徴とする装置。
【請求項２５】
　請求項２１に記載の防水型電子装置において、前記部分的に埋め込まれた電子的及び電
気機械的コンポーネントは、露出した表面エリアを有するマイクロフォンを有し、前記マ
イクロフォンの前記露出した表面エリアは、前記マイクロフォンのメンブレイン表面であ
ることを特徴とする装置。
【請求項２６】
　請求項２１に記載の防水型電子装置において、前記部分的に埋め込まれた電子的及び電
気機械的コンポーネントは、露出した表面エリアを有するスピーカを有し、前記スピーカ
の前記露出した表面エリアは、前記スピーカのメンブレイン表面であることを特徴とする
装置。
【請求項２７】
　自由運動する被写体の自動ビデオ記録用の装置において、
　前記被写体と関連付けられたリモート装置を有し、
　前記リモート装置は、音声及び音響を検知するためのマイクロフォンを有し、前記リモ
ート装置は、前記被写体を自動的に追跡するために使用されることを特徴とする装置。
【請求項２８】
　請求項２７に記載の装置において、前記ビデオ記録を制御するための基地局を更に有し
、前記基地局は、前記リモート装置と通信自在に結合されており、前記基地局は、前記マ
イクロフォンによって検知された音声及び音響の電子的複写を受け取ると共に記録するこ
とが可能であることを特徴とする装置。
【請求項２９】
　請求項２８に記載の装置において、前記基地局は、前記マイクロフォンによって検知さ
れた音声指示を認識、解析、及び実装することを特徴とする装置。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の装置において、前記リモート装置は、前記基地局から受け取った通
信に応答して音響を放出するスピーカを更に有することを特徴とする装置。
【請求項３１】
　請求項２９に記載の装置において、前記リモート装置と前記基地局の間の通信は、タイ
ムスタンプを含むことを特徴とする装置。
【請求項３２】
　請求項２９に記載の装置において、記録されたビデオと記録された音響は、タイムスタ
ンプを使用することにより、同期化されることを特徴とする装置。
【請求項３３】
　入力及び出力制御及び接続を有するマイクロコントローラを使用することにより、被写
体の自動ビデオ記録においてカメラを制御する方法において、
　ａ）前記カメラ及び前記被写体の場所データを取得するステップと、
　ｂ）前記カメラと前記被写体の間の距離を判定するステップと、
　ｃ）前記カメラと前記被写体の間の前記距離に部分的に基づいて必要とされる視野を算
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出するステップと、
　ｄ）前記算出された必要とされる視野に基づいて前記カメラ用のズーム制御指示を提供
するステップと、
　を有することを特徴とする方法。
【請求項３４】
　請求項３３に記載の方法において、前記被写体の運動の速度を判定するステップと、前
記速度に部分的に基づいて必要とされる視野を算出するステップとを更に有することを特
徴とする方法。
【請求項３５】
　請求項３３に記載の方法において、前記カメラと前記被写体の間の前記距離に基づいて
焦点制御指示を提供するステップを更に有することを特徴とする方法。
【請求項３６】
　請求項３３に記載の方法において、前記被写体の場所の不確実性を推定するステップと
、前記不確実性に部分的に基づいてズーム制御指示を提供するステップとを更に有するこ
とを特徴とする方法。
【請求項３７】
　請求項３３に記載の方法において、前記被写体のサイズのユーザー入力を受け付けるス
テップと、前記必要とされる視野を算出する際に前記被写体の前記サイズを含めるステッ
プとを更に有することを特徴とする方法。
【請求項３８】
　請求項３３に記載の方法において、記録されている活動のタイプのユーザー入力を受け
付けるステップと、前記必要とされる視野の算出の際に前記活動のタイプを含めるステッ
プとを更に有することを特徴とする方法。
【請求項３９】
　請求項３３に記載の方法において、前記被写体の現在の場所、速度、及び加速度に基づ
いて前記被写体の将来の場所を推定するステップと、前記推定された将来の場所を前記必
要とされる視野の算出において使用するステップとを更に有することを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　活動に参加する人物を記録することは、重要な仕事である。サーファは、後で楽しむた
めに、或いは、自身のサーフィンテクニックを改善するために、自身のサーフィン実技を
キャプチャすることを所望するであろう。父親は、フットボールの試合における息子の決
勝タッチダウンを記録することを所望するであろう。母親は、娘の記録破りの体操演技を
キャプチャすることを所望するであろう。これらの例においては、カメラは、通常、且つ
、しばしば、最良の結果を得るために、参加者から、或いは、更に一般的には、被写体か
ら、相対的に遠く離れている。被写体を記録するには、カメラを制御及び位置決めするべ
く、第２の人物が必要とされる。人間は不完全であることから、記録されたビデオの品質
が理想的なものではない場合がある。例えば、カメラ操作者又はカメラマンの手が不安定
であり、その結果、記録されたビデオが、過剰に震えたり、見るに堪えないものになった
りする場合がある。更には、カメラマンが、疲れる、或いは、気がとられた状態になる場
合もあり、その結果、被写体がカメラの視野内に維持されない場合もある。このような状
況においては、カメラマンは、刺激的な又は興味深い瞬間をキャプチャし損なう場合があ
る。更には、被写体によっては、カメラの操作を買って出る第２の人物が存在しない場合
もある。この場合には、我々は、我々自身を記録するチャンスを失うことになる。
【発明の概要】
【０００２】
　本明細書の好適な一実施形態によれば、本発明は、自由運動する被写体の自動ビデオ記
録用のシステムを提供し、システムは、基地局と、自由運動する被写体と関連付けられた
リモート装置と、カメラを方向付けするための位置決め器と、を有し、基地局は、リモー
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ト装置と通信自在に結合され、且つ、リモート装置の場所に関する情報を受け取るように
構成されており、且つ、基地局は、リモート装置とのやり取りに少なくとも部分的に基づ
いてカメラを方向付けするように位置決め器を制御する。更には、本発明は、基地局と位
置決め器が一体として統合されたシステムを提供する。更には、本発明は、位置決め器が
、パンドライブと、カメラ取付具と、を有するシステムを提供する。更には、本発明は、
カメラ取付具が、手動で調節可能なチルトを有するシステムを提供する。又、本発明は、
基地局、位置決め器、及びカメラが一体的に統合されたシステムを提供する。更には、本
発明は、基地局がカメラの動作を制御するシステムを提供する。そして、本発明は、位置
決め器とカメラが一体的に統合されており、且つ、基地局が、無線通信を使用することに
より、位置決め器及びカメラを制御するシステムを提供する。
【０００３】
　本明細書の別の好適な実施形態によれば、本発明は、第１装置と第２装置が位置合わせ
された状態において留まるように、第１装置を第２装置上に取り付ける装置を提供し、装
置は、第１装置を支持するためのプラットフォームであって、第１装置をプラットフォー
ムに対して接続する際に第１装置を第２装置の類似の向きに対して視覚的に位置合わせす
るように構成されているプラットフォームと、第１装置をプラットフォームに対して接続
し、且つ、第１装置を第２装置の向きと適応した状態において保持するための第１留め具
であって、プラットフォームは、第２留め具によって第２装置に対して接続される、第１
留め具と、を有し、プラットフォームは、第２留め具の軸を中心として回転してもよい。
更には、本発明は、プラットフォームが、組み立てられた際に第１留め具に対して垂直で
ある少なくとも１つの位置合わせ特徴を有する装置を提供する。更には、本発明は、プラ
ットフォームが、第１留め具と平行である少なくとも１つの位置合わせ特徴を有する装置
を提供する。更には、本発明は、第１装置がカメラであり、且つ、カメラは、第１留め具
を使用することにより、プラットフォームに付着される装置を提供する。又、本発明は、
第２装置が、付着されたカメラの向きを制御する装置を提供する。更には、本発明は、第
２装置に付着された光源を更に有する装置を提供し、光源は、第２装置の向きに沿って方
向付けされた光ビームを提供する。そして、本発明は、プラットフォームが第１平坦表面
を有し、且つ、第２装置が第２平坦表面を有する装置を提供し、第１平坦表面及び第２平
坦表面は、組み立てられた際に第１留め具に対して垂直であり、且つ、第１平坦表面及び
第２平面表面は、組み立てられた際に実質的に共通プレーン内に位置している。
【０００４】
　本明細書の別の好適な実施形態によれば、本発明は、内側表面及び外側表面を有する軟
質ポリマーエンクロージャと、電子的及び電気機械的コンポーネントと、を有する防水型
電子装置を提供し、内側表面は、電子的及び電気機械的コンポーネントと直接接触してい
る。更には、本発明は、フレームを更に有する防水型電子装置を提供し、フレームは、軟
質ポリマーエンクロージャに対して装着され、且つ、フレームは、実質的に硬質材料から
製造される。更には、本発明は、防水型電子装置を人物に装着するためのストラップを更
に有する防水型電子装置を提供する。又、本発明は、軟質ポリマーエンクロージャが４０
ショアＡ～１０ショアＡの範囲の硬度を有する防水型電子装置を提供する。更には、本発
明は、電子的及び電気機械的コンポーネントのうちの少なくとも１つが少なくとも１つの
マイクロスイッチを有する防水型電子装置を提供する。そして、本発明は、電子的及び電
気機械的コンポーネントのうちのいくつかが軟質ポリマーエンクロージャに部分的にのみ
埋め込まれており、部分的に埋め込まれた電子的及び電気機械的コンポーネントが露出し
た表面エリアを有し、且つ、軟質ポリマーエンクロージャの外側表面が、露出した表面エ
リアと共に、防水型電子装置の外側表面を形成している防水型電子装置を提供する。更に
は、本発明は、少なくとも１つの回路基板に接続された電子的及び電気機械的コンポーネ
ントを有する少なくとも１つの回路基板を更に有する防水型電子装置を提供する。更には
、本発明は、部分的に埋め込まれた電子的及び電気機械的コンポーネントが、露出した表
面エリアを有する少なくとも１つの電気コネクタを有する防水型電子装置を提供し、電気
コネクタの露出した表面エリアは、電気回路に接続されてもよい。更には、本発明は、部
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分的に埋め込まれた電子的及び電気機械的コンポーネントが、露出した表面エリアを有す
る少なくとも１つの光導体を有する防水型電子装置を提供し、少なくとも１つの光導体の
露出した表面エリアは、少なくとも１つの光導体の光放出端部である。更には、本発明は
、部分的に埋め込まれた電子的及び電気機械的コンポーネントが、露出した表面エリアを
有するタッチスクリーンを有する防水型電子装置を提供し、タッチスクリーンの露出した
表面エリアは、タッチスクリーンの接触可能な表面である。又、本発明は、部分的に埋め
込まれた電子的及び電気機械的コンポーネントが、露出した表面エリアを有するマイクロ
フォンを有する防水型電子装置を提供し、マイクロフォンの露出した表面エリアは、マイ
クロフォンのメンブレイン表面である。更には、本発明は、部分的に埋め込まれた電子的
及び電気機械的コンポーネントが、露出した表面エリアを有するスピーカを有する防水型
電子装置を提供し、スピーカの露出した表面エリアは、スピーカのメンブレイン表面であ
る。
【０００５】
　本明細書の別の好適な実施形態によれば、本発明は、自由運動する被写体の自動ビデオ
記録用の装置を提供し、装置は、被写体と関連付けられたリモート装置を有し、リモート
装置は、音声及び音響用のマイクロフォンを有し、リモート装置は、被写体を自動的に追
跡するために使用される。更には、本発明は、ビデオ記録を制御するための基地局を更に
有する装置を提供し、基地局は、リモート装置と通信自在に結合されており、基地局は、
マイクロフォンによって検知された音声及び音響の電子的複写を受け取ると共に記録する
ことができる。更には、本発明は、基地局が、マイクロフォンによって検知された音声指
示を認識、解析、及び実装する装置を提供する。又、本発明は、リモート装置が、基地局
から受け取った通信に応答して音響を放出するスピーカを更に有する装置を提供する。更
には、本発明は、リモート装置と基地局の間の通信がタイムスタンプを含む装置を提供す
る。更には、本発明は、記録されたビデオと記録された音響がタイムスタンプを使用する
ことによって同期化される装置を提供する。
【０００６】
　本明細書の別の好適な実施形態によれば、本発明は、入力及び出力の制御及び接続を有
するマイクロコントローラを使用することにより、被写体の自動ビデオ記録の際にカメラ
を制御する方法を提供し、方法は、カメラ及び被写体の場所データを取得するステップと
、カメラと被写体の間の距離を判定するステップと、カメラと被写体の間の距離に部分的
に基づいて必要とされる視野を算出するステップと、算出された必要とされる視野に基づ
いてカメラ用のズーム制御指示を提供するステップと、を有する。更には、本発明は、被
写体の運動の速度を判定し、且つ、速度に部分的に基づいて必要とされる視野を算出する
ステップを更に有する方法を提供する。更には、本発明は、カメラと被写体の間の距離に
基づいて焦点制御指示を提供するステップを更に有する方法を提供する。又、本発明は、
被写体の場所の不確定性を推定し、且つ、不確定性に部分的に基づいてズーム制御指示を
提供するステップを更に有する方法を提供する。更には、本発明は、被写体のサイズにつ
いてのユーザー入力を受け付け、且つ、必要とされる視野の算出の際に被写体のサイズを
含めるステップを更に有する方法を提供する。そして、本発明は、記録されている活動の
タイプについてのユーザー入力を受け付け、且つ、必要とされる視野の算出の際に活動の
タイプを含めるステップを更に有する方法を提供する。更には、本発明は、被写体の現在
の場所、速度、及び加速度に基づいて被写体の将来の場所を推定し、且つ、推定された将
来の場所を必要とされる視野の算出の際に使用するステップを更に有する方法を提供する
。
【０００７】
　本明細書の別の好適な実施形態によれば、本発明は、本明細書において開示及び／又は
示唆されているそれぞれの且つすべての新規の特徴、要素、組合せ、ステップ、及び／又
は方法を提供する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
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【図１】図１は、本発明の好適な一実施形態による自動ビデオ記録システムを示す概略図
を示す。
【図２】図２は、本発明の好適な一実施形態によるビデオ記録システムの「オールインワ
ン」実施形態を示すブロックダイアグラムを示す。
【図３】図３は、本発明の好適な一実施形態による自動ビデオ記録システムの第３実施形
態を示すブロックダイアグラムを示す。
【図４】図４は、本発明の好適な一実施形態による自動ビデオ記録システムの第４実施形
態を示すブロックダイアグラムを示す。
【図５】図５は、本発明の好適な一実施形態による自動ビデオ記録システムの第５実施形
態を示すブロックダイアグラムを示す。
【図６】図６は、本発明の好適な一実施形態による自動ビデオ記録システムの第６実施形
態を示すブロックダイアグラムを示す。
【図７】図７は、図１の向きコントローラの好適な一実施形態のクローズアップ斜視図を
示す。
【図８】図８は、図７の向きコントローラの取付プラットフォームを示す分解図を示す。
【図９】図９は、図１の向きコントローラの上部部分の一代替実施形態の分解図を示す。
【図１０】図１０は、図７の断面Ａ－Ａにおける断面図を示す。
【図１１】図１１は、図７の断面Ｂ－Ｂにおける断面図を示す。
【図１２】図１２は、本発明の好適な一実施形態によるカメラ取付プラットフォームの一
代替実施形態を示す平面図及び対応する断面図を示す。
【図１３】図１３は、本発明の好適な一実施形態によるカメラ取付プラットフォームの別
の代替実施形態を示す平面図及び対応する断面図を示す。
【図１４】図１４は、本発明の好適な一実施形態によるリモート装置の第１実施形態を示
す概略図を示す。
【図１５】図１５は、本発明の好適な一実施形態によるリモート装置の第２実施形態を示
す概略図を示す。
【図１６Ａ】図１６Ａは、本発明の好適な一実施形態によるリモート装置の一実施形態変
形例を示す概略断面図を示す。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、本発明の好適な一実施形態によるリモート装置の別の実施形態
変形例を示す概略断面図を示す。
【図１６Ｃ】図１６Ｃは、本発明の好適な一実施形態によるリモート装置の別の実施形態
変形例を示す概略断面図を示す。
【図１６Ｄ】図１６Ｄは、本発明の好適な一実施形態によるリモート装置の別の実施形態
変形例を示す概略断面図を示す。
【図１７Ａ】図１７Ａは、本発明の好適な一実施形態によるリモート装置を示す正面図を
示す。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、本発明の好適な一実施形態によるリモート装置を示す背面図を
示す。
【図１８】図１８は、本発明の好適な一実施形態によるリモート装置に埋め込まれたマイ
クロスイッチを示す断面図を示す。
【図１９】図１９は、本発明の好適な一実施形態によるリモート装置内の光導体を有する
埋め込まれた光源を示す断面図を示す。
【図２０】図２０は、本発明の好適な一実施形態によるリモート装置内の埋め込まれた電
気接続ポストを示す断面図を示す。
【図２１】図２１は、本発明の好適な一実施形態によるマイクロフォン及びスピーカを装
備したリモート装置の主要コンポーネントを示す概略図を示す。
【図２２】図２２は、自動ビデオ記録システムの様々なコンポーネントの関係を示す概略
図を示す。
【図２３】図２３は、自動ビデオ記録システムの様々なコンポーネントの関係を示す概略
図を示す。
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【図２４】図２４は、本発明の好適な一実施形態によるズーム及び焦点制御を有する自動
ビデオ記録システムを動作させる方法を示すフローチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明は、カメラマンの支援を伴うことなしに、自由運動する被写体（又は、ターゲッ
ト）の運動を追跡すると共に被写体を記録する自動ビデオ記録システムに関する。被写体
の追跡と記録装置（カメラ）の制御は、向きの角度及びカメラと被写体の間の距離の演算
に基づいている。向きの角度の算出に必要とされる場所は、個々に又は様々な組合せにお
いて使用されてもよい様々な方法によって判定されてもよく、これらの方法は、本明細書
においては、集合的に場所判定技術と呼称される。本発明によれば、一般的には、カメラ
の運動と、具体的には、ズーム及び／又は焦点の変化は、ターゲットサイズのデータと、
カメラ及び撮影対象のターゲットに関する運動のデータと、に基づいている。運動データ
は、場所データの時間微分（例えば、ターゲットの速度及び加速度）によって補完された
場所データを有する。又、場所データが失われている又は十分に明確ではないという知識
が追加データとして取り扱われる。
【００１０】
　被写体を追跡するようにカメラを制御するべく場所データを取得及び利用するシステム
及び方法については、本出願人に譲渡されると共に同時係属中である「Ｓｙｓｔｅｍ　ａ
ｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｓｅｔｕｐ　ｏｆ　ａｎ　Ａｕｔｏｍａ
ｔｉｃ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ」という名称の米国特許出願第１３／７２５
，２２２号明細書、「Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｐｏｉ
ｎｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｕｓｉｎｇ　ａ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔ
ｉｏｎｉｎｇ　Ｕｎｉｔ」という名称の米国特許出願第１３／７２６，３５５号明細書、
「Ｆｅｅｄｂａｃｋ　ａｎｄ　Ｍａｎｕａｌ　Ｒｅｍｏｔｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｖｉｄｅｏ　Ｒｅｃｏｒｄ
ｉｎｇ」という名称の米国特許出願第１３／７２６，４５１号明細書、「Ａ　Ｐｏｒｔａ
ｂｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｖｉｄｅｏ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ
」という名称の米国特許出願第１３／７２６，３８０号明細書、「Ａ　Ｐｏｒｔａｂｌｅ
　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｈｉｇｈ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｖｉｄｅｏ
　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ」という名称の米国特許出願第１３／７２６，２０３号明細書に記
述されており、これらのすべての特許文献の内容は、引用により、そのすべてが本明細書
に包含される。
【００１１】
　本明細書のシステムは、一般に、記録の被写体と一緒に配置されると共に運動するリモ
ート装置と、位置決め装置及び記録装置（例えば、カメラ）の機能を実行する携帯可能で
あるが実質的に静止状態にあるユニットと、という２つの実質的に別個のユニットを有す
る。本明細書の様々な好適な実施形態においては、これらの機能は、別個のユニットによ
り、或いは、統合されたユニットにより、実行されてもよい。記録装置機能と位置決め装
置機能の結合は、本発明の１つの重要な側面である。
【００１２】
　本明細書のシステムの少なくとも１つの意図された用途は、（被写体と共に）リモート
装置が、一時的に水中に浸漬される又は硬い物体に打ち付けられるなどのような過酷な条
件に晒される場合のあるスポーツイベントの記録である。この観点において、本明細書の
システムの目的の１つは、リモート装置に防水性及び耐衝撃性を付与するという点にある
。更には、リモート装置が被写体と共に配置されることから、被写体の場所における音響
の記録が本明細書の１つの重要な特徴である。
【００１３】
　図１は、本発明の好適な一実施形態による自動ビデオ記録システムを示す概略図を示し
ている。図１は、自動ビデオ記録システム１０の好適な一実施形態を示している。このよ
うな好適な一実施形態においては、カメラ４６は、向きコントローラ１００の上部に取り
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付けられている。向きコントローラ１００は、図示のように、三脚３４のマスト３６上に
取付けられている。マスト３６は、好ましくは、高さ調節自在である。
【００１４】
　自動ビデオ記録システム１０は、記録場所に携帯されると共にセットアップされてもよ
いように、携帯可能である。自動ビデオ記録システム１０は、被写体１２が環境内におい
て自由運動するのに伴って、リモート装置１６と関連付けられた被写体１２を追跡するよ
うに、構成されている。図１に示されている好適な実施形態においては、向きコントロー
ラ１００は、カメラ４６が、被写体１２に対して照準合わせし、且つ、被写体が運動する
のに伴って、被写体１２に対して照準合わせされた状態に、留まるように、カメラ４６を
パンさせる。被写体１２は、動物又は物体であってもよいことに留意されたい。カメラ４
６のチルト角は、好ましくは、調節自在であり、且つ、カメラ４６及び自動ビデオ記録シ
ステム１０をセットアップする際に、設定される。従って、カメラ軸（カメラ４６のレン
ズの、又はレンズ系の、軸）は、カメラ４６と被写体１２の間の照準ベクトル４８の方向
において照準合わせすることになる。厳密に表現すれば、カメラは、リモート装置１６の
方向において照準合わせする。これは、部分的には、向きコントローラ１００とリモート
装置１６の間の通信に起因している。向きコントローラ１００は、好ましくは、図示され
ているように、アンテナ７１を有する。アンテナ７１は、リモート装置１６との間の通信
を促進するべく機能する。
【００１５】
　本明細書の説明の一助とするべく、本出願人に譲渡されると共に同時係属中である「Ａ
　Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｈｉｇｈ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ａｕｔｏｍａ
ｔｅｄ　Ｖｉｄｅｏ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ」という名称の米国特許出願第１３／７２６，
２０３号明細書（以下、第’２０３号特許出願明細書と呼称される）及び本出願人に譲渡
されると共に同時係属中である「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｉｎｉ
ｔｉａｌ　Ｓｅｔｕｐ　ｏｆ　ａｎ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ」という名称の米国特許出願第１３／７２６，２２２号明細書（以下、第’２２２
号特許出願明細書と呼称される）を参照されたい。これらの特許文献は、引用により、本
明細書に包含される。
【００１６】
　図１に示されている好適な実施形態においては、カメラ４６のズームは、好ましくは、
被写体１２が完全にカメラ４６の視野６０内に位置するように、調節されている。任意選
択により、光源、即ち、発光ダイオード３８が、視野６０を照射し、これにより、カメラ
４６が適切に被写体１２に対して方向付けされているかどうかに関するフィードバックを
被写体１２に付与する。光源ビームは、ビーム６４として描かれている。
【００１７】
　自動ビデオ記録システム１０のコンポーネントは、いくつかの異なる方式により、構成
及び統合されてもよい。
【００１８】
　図２は、本発明の好適な一実施形態による自動ビデオ記録システムの「オールインワン
」実施形態を示すブロックダイアグラムを示している。図２において、自動ビデオ記録シ
ステム１０は、図示のように、カメラ４６と、位置決め器３２と、基地局１８と、リモー
ト装置１６と、を有する。位置決め器３２は、図示のように、パン位置決め器３１と、チ
ルト位置決め器３３と、を有する。自動ビデオ記録システム１０においては、カメラ４６
、パン位置決め器３１、チルト位置決め器３３、及び基地局１８は、ハウジング１０１内
において一体的に統合されている。
【００１９】
　図２の自動ビデオ記録システムは、図１においては、カメラ４６が、（向きコントロー
ラ１００内において一体的に統合された）パン位置決め器３１、チルト位置決め器３３、
及び基地局１８と分離されているという点において、図１に示されているものとは、異な
っている。
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【００２０】
　図２を参照すれば、ハウジング１０１は、好ましくは、三脚上に、又はユニットを安定
した状態において保持することになる任意の適切な基部上に、取り付け自在である。基地
局１８は、リモート装置１６と通信する。好適な一実施形態においては、基地局１８とリ
モート装置１６の間の通信は、双方向無線通信によるものであり、且つ、場所判定技術を
使用することによって判定されたリモート装置１６の現在の場所が基地局１８に対して送
信される。
【００２１】
　基地局１８は、パン位置決め器３１及びチルト位置決め器３３と通信し、且つ、リモー
ト装置１６から基地局１８に送信された情報に基づいて、これらに対して指示する。比較
を目的として、図１に示されている自動ビデオ記録システムは、好ましくは、所与の記録
セッションについて設定自在である手動で調節可能なチルトを有する。基地局１８からの
出力指示は、ハウジング１０５をパン及びチルトさせるために必要なパン及びチルト角及
び角速度を表す電圧信号を有する。このような指示は、好ましくは、高品質ビデオを生成
するためのハウジング１０５及び統合されたカメラ４６の円滑且つ効率的な位置決めを提
供する手順に基づいている。更には、図示のように、焦点及びズーム指示が基地局１８か
らカメラ４６に送信される。焦点及びズーム指示は、基地局１８とリモート装置１６の間
の演算された距離に基づいている。又、焦点及びズーム指示は、好ましくは、記録されて
いる被写体のサイズ及び運動の速度にも基づいている。図２に示されているように、パン
位置決め器３１は、好ましくは、チルト位置決め器３３を、且つ、これと共に、カメラ４
６を、回転させる。チルト位置決め器３３は、好ましくは、カメラ４６をチルトさせる。
パン位置決め器３１及びチルト位置決め器３３は、好ましくは、それぞれの現在の向き（
並びに、カメラ４６の向き）に関するデータを基地局１８に送信する。
【００２２】
　図２の自動ビデオ記録システムの少なくとも１つの利点は、パン位置決め器３１及びチ
ルト位置決め器３３との関係におけるカメラ４６の向きに関する明確な情報を取得する能
力を含む。図１の自動ビデオ記録システムをセットアップする際に、ユーザーは、明確な
向きを有するように、向きコントローラ１００上にカメラ４６を慎重に取り付けなければ
ならない。図２の自動ビデオ記録システムのコンポーネントの一体的な統合により、図１
の自動ビデオ記録システムのカメラとの比較において、相対的に高い精度及び相対的に高
い確実性を伴ってカメラ４６の向きを知ることができる。図１の自動ビデオ記録システム
は、様々な既存のカメラの記録装置としての使用を許容するという点において、有利であ
る。
【００２３】
　図２に示されている自動ビデオ記録システムは、カメラ４６が、記録セッションにおい
て正しいズーム及び焦点を有するように調節されてもよいという点において更に有利であ
る。カメラは、一般に、自動焦点機能を装備しているが、このような自動焦点機能は、カ
メラの前方を（例えば、カメラ４６と被写体１２の間を）通過することになる物体又は人
物に合焦する。スポーツ活動において、多数の人々及び／又は物体が、カメラと望ましい
記録被写体の間を通過する場合がある。通常のカメラは、このような人々又は物体がカメ
ラと望ましい記録被写体の間を通過する際に焦点を調節することになり、その結果、望ま
しくない結果が生成されることになる。例えば、サーファを撮影する際に、自動焦点機能
が有効になった状態のカメラは、波やその他のサーファに基づいて焦点距離を誤って変更
する場合がある。サッカーの試合の場合には、カメラと被写体であるプレーヤーの間のそ
の他のプレーヤー又は観客が、意図せぬ焦点の変化を引き起こす場合がある。図２の自動
ビデオ記録システムは、上述の問題を回避するように、統合型カメラのズーム及び焦点を
制御する方法を提供する。
【００２４】
　自動的に記録する際には、被写体１２の動きとカメラ４６の動きの間に遅延が存在して
いる。この遅延は、そのほとんどが、本明細書の自動ビデオ記録システムがリモート装置
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１６の運動を検出するために必要とされる時間に起因している。更には、リモート装置１
６が基地局１８と通信し、望ましいカメラの方向及び対応する位置決め器用の指示を演算
し、且つ、最後に、カメラ４６を実際に回転させるためにも、時間が必要とされる。この
遅延の結果として、特に被写体１２が迅速に運動した際には、被写体１２が、カメラ４６
の視野の中心の外に位置する場合がある。この結果、通常のカメラの自動焦点機能は、適
切に機能しない場合がある。図２の自動ビデオ記録システムの基地局１８は、好ましくは
、被写体１２が合焦状態に留まるように、カメラ４６とリモート装置１６の間の距離を演
算し、且つ、カメラ４６の焦点を調節する。更には、図２の自動ビデオ記録システムは、
被写体１２がカメラのフレームのエッジに近接しているかどうかを認識する。このような
認識は、カメラ４６と被写体１２の間の距離に基づいており、且つ、被写体１２の速度に
更に基づいている。従って、被写体がカメラのフレームのエッジに近接している際に、基
地局１８は、ズームアウトするように、カメラ４６に対して指示する。更には、カメラ４
６は、被写体の場所が不明な又は不確定な状態になった際に、ズームアウトするように制
御されてもよい。これは、例えば、被写体がサーファであり、且つ、このサーファが一時
的に水面下に又は波の背後に位置している場合に、被写体の速度が過大である場合に、或
いは、リモート装置１６と基地局１８の間の通信が一時的に中断された場合に、発生する
ことになる。状況が変化した際に、カメラ４６は、好ましくは、被写体１２の更に詳細な
写真を記録するように、ズームインする。
【００２５】
　又、図２の自動ビデオ記録システムは、スタンドアロンカメラとして、リモート装置１
６を伴うことなしに単独で使用されてもよいことに留意されたい。このような場合には、
自動ビデオ記録システムは、所定の観点における記録（ｐｏｉｎｔ－ｏｆ－ｖｉｅｗ　ｒ
ｅｃｏｒｄｉｎｇ）を目的として、ハンドヘルド方式によって動作してもよく、三脚に装
着されてもよく、或いは、スポーツ用の又はその他の装置（例えば、自転車やサーフボー
ドなど）に装着されてもよい。図２に示されている実施形態によれば、子供のサッカーの
試合における親は、フィールド内における子供の自動記録及び追跡を休止し、且つ、リモ
ート装置１６によって追跡されていない別のプレーヤーの写真又は映像を取得するように
自動ビデオ記録システムを動作させることができるであろう。
【００２６】
　図３は、本発明の好適な一実施形態による自動ビデオ記録システムの第３実施形態を示
すブロックダイアグラムを示している。この自動ビデオ記録システムの実施形態１０にお
いては、カメラ４６は、ハウジング１１０内において、基地局１８と共に一体的に統合さ
れている。ハウジング１１０は、ハウジング１１０内に一体的に統合されたパン及びチル
トドライブメカニズムを含んでおらず、これにより、ハウジングが軽量化されている。こ
のような重量の差は、所定の観点における撮影の用途に有利である。使用の際に、図３の
自動ビデオ記録システムは、好ましくは、リモート装置１６と関連付けられた被写体を追
跡するために位置決め器３２に対して接続される。ハウジング１１０は、ハウジング１１
０が位置決め器３２に接続された際に、カメラ軸が、位置決め器３２との関係において固
定された方向に照準合わせするように、設計及び構築されなければならない。
【００２７】
　図４は、本発明の好適な一実施形態による自動ビデオ記録システムの第４実施形態を示
すブロックダイアグラムを示している。図４の自動ビデオ記録システムは、ハウジング１
１５内において一体的に統合されたカメラ４６及び（好ましくは、パン及びチルト機能を
内蔵する）位置決め器３２を有する。基地局１８は、図示のように、カメラ４６及び位置
決め器３２に対して通信自在に結合されている。基地局１８は、カメラ４６及び位置決め
器３２を制御する。図４の自動ビデオ記録システムの構成の少なくとも１つの利点は、カ
メラの向きが位置決め器３２との関係において固定されているという点にある。更に有利
には、基地局１８がハウジング１１５から物理的に分離されていることから、単一の基地
局が、別個のユニットのその他のカメラ及び位置決め器を制御するように、構成されても
よい。
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【００２８】
　本発明の好適な一実施形態によれば、１つのリモート装置を有する単一の被写体は、異
なる角度から且つ／又は異なる場所において、複数のカメラによって撮影されてもよい。
例えば、カメラ４６及び位置決め器３２を統合しているハウジング１１５は、異なる場所
（例えば、サッカーフィールドに沿った又はスキースロープを下る複数の場所）において
位置決めされてもよい。このような用途においては、単一の基地局が、リモート装置を追
跡するように構成されたカメラのすべてを制御している。
【００２９】
　本明細書の別の好適な実施形態によれば、複数のカメラを使用することにより、別個の
リモート装置を有する複数の被写体を撮影してもよく、この場合に、複数のカメラは、単
一の基地局によって制御されている。図４に示されている複数のカメラ／位置決め器ユニ
ットを有する実施形態においては、基地局は、それぞれのカメラ／位置決め器の場所だけ
でなく、それぞれのリモート装置の場所に関する情報をも受け取り、且つ、保存している
。このような実施形態は、リゾート地やテーマパークなどの運営に有益であろう。更には
、それぞれのプレーヤーごとにビデオ映像を生成することができることから、チームスポ
ーツのスポーツコーチは、このようなシステムから利益を享受することになろう。
【００３０】
　図５は、本発明の好適な一実施形態による自動ビデオ記録システムの第５実施形態を示
すブロックダイアグラムを示している。図５の自動ビデオ記録システムは、ハウジング１
００内に一体的に統合された基地局１８及び位置決め器３２を有する。図５の自動ビデオ
記録システムの少なくとも１つの利点は、様々なカメラと共に使用される柔軟性にある。
図５の自動ビデオ記録システムは、基本的に、任意の接続されたカメラがハウジング１０
０と適切に位置合わせされることにより、カメラの軸が、ハウジング１００との関係にお
いて固定されると共に既知である方向に対して照準合わせするように、設計及び構築され
なければならない。図５の自動ビデオ記録システムは、動力化されたパン位置決め器と、
手動調節自在のチルト位置決め器と、を更に有してもよい。このような実施形態は、一定
のチルトの維持が望ましい用途において有用である。
【００３１】
　図６は、本発明の好適な一実施形態による自動ビデオ記録システムの第６実施形態を示
すブロックダイアグラムを示している。図６の自動ビデオ記録システムにおいては、パン
位置決め器３１とチルト位置決め器３３は、別個に収容されている。基地局１８及びパン
位置決め器３１は、ハウジング１２０内において一体的に統合されている。チルト位置決
め器３３とカメラ４６は、ハウジング１２０内において一体的に統合されている。いくつ
かの用途においては、被写体の運動がパン運動のみによって追跡可能である場合には（例
えば、垂直方向において、ほとんど運動が存在していない場合には）、ハウジング１２０
をパン装置として使用するように選択すると共にカメラをハウジングに対して装着しても
よい。いくつかのスポーツ活動（例えば、バンジージャンプ）のための専門的な実施形態
は、カメラ４６と統合された自動チルト位置決め器１３３を必要する場合がある。図６の
自動ビデオ記録システムのようにコンポーネントを分離することにより、エンドユーザー
が所望する機能（自動パン又は自動チルト）のみを有する装置を購入する柔軟性がエンド
ユーザーに対して提供される。
【００３２】
　パン及びチルト運動について記述している際に、両方の位置決め器が動作中にある限り
、そのシーケンス（順序）が反転可能であることに留意されたい。但し、位置決め器のう
ちの１つが欠けている場合には、結果的に得られるビデオ映像に、違いが観察されること
になる。一定の傾斜が自動的なパンと組み合わせられている場合には、パン位置決め器が
、傾斜軸との比較において、実質的に垂直方向の軸を中心として運動すると、カメラの運
動は、異なったものとなる。実質的に垂直方向の軸の場合には、カメラは、特定の高度に
おいて被写体の水平方向の運動を追跡することになる。パン装置が傾斜している場合には
、カメラは、傾斜のプレーン内に位置した方向において最小又は最大高度を有する運動を



(14) JP 2015-513858 A 2015.5.14

10

20

30

40

50

追跡することになる。
【００３３】
　図７は、図１の向きコントローラの好適な一実施形態のクローズアップ斜視図を示して
いる。図７は、向きコントローラ１００のフロントパネル１３０を示している。フロント
パネル１３０は、好ましくは、図示のように、光源１３５を有する。向きコントローラ１
００は、好ましくは、図示のように、取付プラットフォーム１４０を有する。取付プラッ
トフォーム１４０は、ボルト１４５により、向きコントローラ１００のハウジング１０５
に対して装着されている。ボルト１４５は、好ましくは、ウイングタイプのボルトである
。ボルト１４５の端部は、好ましくは、ボルト１４５を回転させるのに十分な把持表面を
提供している。取付プラットフォーム１４０は、ボルト１４５を回転させることにより、
傾斜してもよい。
【００３４】
　取付プラットフォーム１４０は、好ましくは、カメラを取付プラットフォーム１４０に
装着するための取付パッド１６５及び取付けねじ１６０を装備している。取付ねじ１６０
は、好ましくは、大部分のカメラに対して接続可能なタイプである。大部分のカメラは、
標準的な取付ねじ溝を有するが、いくつかのカメラは、異なる取付機能を有していても、
まったく有していなくてもよい。非標準のカメラは、カメラ又はその他の装置を取付プラ
ットフォーム１４０に接続するように構成されたアダプタを使用することにより、取付プ
ラットフォーム１４０に対して接続されてもよい。
【００３５】
　取付プラットフォーム１４０の取付パッド１６５は、好ましくは、取付ねじ１６０が締
め付けられた後に、接続されたカメラがプラットフォームとの関係において運動すること
を妨げるように設計された高摩擦パッドである。取付パッド１６５は、好ましくは、軟質
シリコーンから製造されている。カメラ取付ねじ１６０を使用してカメラを取付プラット
フォーム１４０に固定する前に、ユーザーは、カメラが適切に位置合わせされていること
をチェックする必要がある。カメラが傾斜していない際に、カメラの光軸がフロントパネ
ル１３０に対して垂直であれば、カメラは、向きコントローラ１００と位置合わせされて
おり、且つ、カメラを傾斜させることにより、その光軸は、フロントパネル１３０に対し
て垂直のプレーン内において運動することになる。ユーザーは、取付プラットフォーム１
４０の位置合わせ特徴により、適切な位置合わせについてチェックしてもよい。位置合わ
せ特徴の好適な一実施形態は、フロントパネル１３０の対向する向きに対して平行である
好ましくは矩形形状の取付プラットフォーム１４０のエッジ７０５である。このエッジと
の間のカメラの位置合わせは、視覚的位置合わせによって実行されてもよい。カメラの形
状に応じて、取付プラットフォーム１４０のフロントエッジ及びバックエッジを使用し、
カメラを適切に位置合わせしてもよいことに留意されたい。
【００３６】
　図８は、図７の向きコントローラの取付プラットフォームを示す分解図を示している。
【００３７】
　図９は、図１の向きコントローラの上部部分の一代替実施形態の分解図を示している。
図９において、向きコントローラは、向きコントローラ１００の下部部分（図示されては
いない）から分離可能であるキャップ１０７を有する。取付プラットフォーム１４０は、
キャップ１０７上に取り付けられる。留め具１６７は、キャップ１０７を向きコントロー
ラ１００の下部部分に対して固定する。好ましくは、４つの留め具を使用し、キャップ１
０７を向きコントローラ１００の下部部分に固定する。図９の複雑化を回避するべく、好
ましくは４つである留め具１６７のうちの２つのみが示されている。キャップ１０７が堅
固に接続されている限り、その他の数の留め具でも十分であることに留意されたい。
【００３８】
　それぞれの留め具は、好ましくは、キャップ１０７のアパーチャ１６８を通過する。ア
パーチャ１６８の位置決めは、キャップ１０７と向きコントローラ１００の下部部分の位
置合わせに有用である。上述のように、キャップ１０７と向きコントローラ１００の下部
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部分の位置合わせは重要である。又、溝－隆起部のペア又は位置合わせピンなどのその他
の幾何学的形状も、キャップ１０７と向きコントローラ１００の下部部分の固定の際に使
用されてもよい。
【００３９】
　図１０は、図７の断面Ａ－Ａにおける断面図を示している。図１１は、図７の断面Ｂ－
Ｂにおける断面図を示している。
【００４０】
　ボルト１４５は、図示のように、取付プラットフォーム１４０の下部部分の開口部を通
過している。図示のように、ナット１７０がボルト１４５を固定している。ボルト１４５
は、ハウジング１０５に対する取付プラットフォーム１４０の固定を支援する。更には、
取付プラットフォーム１４０は、ボルト１４５の長手方向軸を中心として傾斜してもよい
。
【００４１】
　ボルト１４５は、好ましくは、ねじが切られたシャフト１５２を有する。ねじが切られ
たシャフト１５２は、好ましくは、組立体の幅の約５分の４にわたってのみ、延在してい
る。ナット１７０は、好ましくは、図示のように、取付プラットフォーム１４０のハウジ
ング係合部分１４７の内部表面内において固定されている。従って、図１１に示されてい
るように、ボルト１４５が締め付けられた際に、表面の１つのペア（取付プラットフォー
ム１４０の表面１５０とハウジング１０５の表面１０３）のみが、固定され、且つ、互い
に圧接した状態において保持される。ナット１７０が内部的に固定されていることにより
、ハウジング１０５から取付プラットフォーム１４０を取り外す際に除去する必要がある
のは、単一のコンポーネントであるボルト１４５のみである。これは、少なくとも、本明
細書のシステムは、屋外における使用が意図されているという理由から、有利であり、屋
外における使用の場合には、小さな部品（ワッシャ、ナット、及びこれらに類似したもの
）が失われやすい。
【００４２】
　好適な一実施形態においては、ボルト１４５のねじが切られたロッド部分１５２及び把
持部分１６２は、分離可能である。このような実施形態においては、把持部分１６２は、
ねじが切られたロッド部分１５２の整合した矩形端部部分に嵌合する矩形の開口部を有し
てもよい。把持部分１６２及びねじが切られたロッド部分１５２は、好ましくは、オス－
メス接続を介して１つに嵌合する。組立の後に、ユーザーは、ねじが切られたロッド部分
１５２から把持部分１６２を簡単に取り外してもよい。潜在的な泥棒が、カメラ４６を取
付プラットフォーム１４０に固定するカメラ取付けねじ１６０にアクセスするために、ね
じが切られた部分を緩める又は除去するための整合した形状を有するツールを必要とする
ようになることから、把持部分１６２を取り外すことにより、盗難抑止効果が得られる。
【００４３】
　好適な一実施形態においては、ねじが切られたロッド部分１５２及び把持部分１６２は
、互いに、且つ、一体的に、永久的に付着されている。ボルト１４５がナット１７０を使
用して取付プラットフォーム１４０と接続された後に、好ましくは、ボルト１４５を完全
に緩めると共に取り外すことができないように、ボルト１４５の端部部分１５７は、組立
の際に改造される。この結果、図１０及び図１１に示されている組立体のコンポーネント
の分離と、部品の潜在的な消失と、が防止される。
【００４４】
　図１０及び図１１に示されている実施形態の１つの重要な特徴は、向きコントローラ１
００のハウジング１０５の上部部分の垂直方向の平坦な表面１０３が、フロントパネル１
３０に対して垂直であるという点にある（図８を参照されたい）。更には、取付プラット
フォーム１４０の下部部分１４７の垂直方向の平坦な表面１５０は、ボルト１４５の長手
方向軸に対して垂直である。この特徴は、カメラ４６が、正しい向きを有するように取付
プラットフォーム１４０上において取り付けられると共に固定されている限り、向きコン
トローラ１００との関係におけるカメラ４６の向きが適切に方向付けされることを保証し
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ている。従って、取付プラットフォーム１４０上においてカメラ４６を正しく取り付ける
ことが非常に重要である。カメラ４６は、カメラ４６がフロントパネル１３０に対して垂
直である方向において照準合わせするように、取付プラットフォーム１４０上に配置され
、且つ、カメラ取付ねじ１６０を使用することにより、固定される。向きコントローラ１
００との関係におけるカメラの方向が記録セッションにおいて保持されることを確実にす
ることが重要である。これは、例えば、好ましくは、シリコンゴムなどの圧縮可能且つ高
摩擦性の材料から製造された取付パッド１６５の支援により、実現される。カメラ取付ね
じ１６０が固定された後に、カメラの方向は、カメラが向きコントローラ１００によって
運動するのに伴って、安定した状態に留まることになる。
【００４５】
　カメラ４６の取付けは、注意を必要とし、且つ、取付プラットフォーム１４０の矩形の
形状によって支援される。好適な一実施形態においては、矩形形状の取付プラットフォー
ム１４０の長辺は、カメラ軸の意図された方向に対して平行である。この長辺は、取付プ
ラットフォーム１４０上におけるカメラ４６の視覚的位置合わせを支援する。但し、取付
プラットフォーム１４０に正方形の形状を使用することも可能であり、或いは、カメラを
位置合わせするために使用される辺がカメラ軸の意図された方向に対して平行である限り
、矩形形状の短辺を使用することも可能である。
【００４６】
　矩形形状の取付プラットフォーム１４０のサイズは、好ましくは、ビデオカメラを支持
するために十分な表面エリアを提供するように、十分に大きくなっている。例えば、３０
ミリメートル×６０ミリメートルの矩形の上部面が使用されてもよいが、その他のサイズ
も十分であろう。相対的に重い又は嵩張るカメラを取り付ける場合には、相対的に大きな
支持エリアが必要となろう。又、カメラの視覚的位置合わせを支援する溝又はマーキング
などの追加的な位置合わせ特徴が存在してもよい。
【００４７】
　別の実施形態においては、カメラの取付け方向の精度が光学セットアップ手順によって
改善されている。上述のように、位置合わせが視覚的に正しいものとなるようにカメラが
取り付けられたら、ユーザーは、壁のような平坦な垂直方向の表面に対してカメラを方向
付けし、且つ、図８に示されている光源１３５を点灯する。光源１３５からの光ビームは
、フロントパネル１３０に対して垂直である。ユーザーは、カメラを通じて垂直方向の表
面上において光源１３５からの光のスポットを観察し、且つ、可視光がフレームの中心に
おいて出現するように、取付プラットフォーム１４０上においてカメラ４６の位置合わせ
を調節する。ユーザーは、カメラ４６のズームを変更してもよく、且つ、存在する場合に
は、光スポットの運動を観察してもよい。カメラ４６が適切に方向付けされている場合に
、光は、ズームしている間にフレーム内において運動せず、相対的に小さく又は大きく、
或いは、相対的に鋭く又は拡散した状態で、出現することになる。光スポットがフレーム
の側部まで運動した場合には、カメラ軸は、光源１３５からの光とビームと平行ではなく
、且つ、カメラ４６を調節する必要がある。この手順は、カメラ４６が正しく取り付けら
れていることにユーザーが満足する時点まで、反復される。
【００４８】
　図１２は、本発明の好適な一実施形態によるカメラ取付プラットフォームの一代替実施
形態を示す平面図及び対応する断面図を示している。図１３は、本発明の好適な一実施形
態によるカメラ取付プラットフォームの別の代替実施形態を示す平面図及び対応する断面
図を示している。
【００４９】
　図１２は、（カメラ取付プラットフォーム１４０に代わる）カメラ取付プラットフォー
ム１７５を示している。カメラ取付プラットフォーム１７５は、カメラ取付プラットフォ
ーム１４０が装着されるのと同一の方式により、ハウジング１０５に装着される（図８を
参照されたい）。カメラ取付プラットフォーム１７５は、好ましくは、図１２に示されて
いるサイドパネル１９０又は図１３に示されているバックパネル１９５を有する。カメラ
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は、図８～図１１に示されているカメラ取付ねじ１６０を使用することにより、水平方向
の表面１８０上に固定される。図１２に示されている取付プラットフォームは、実質的に
カメラの光軸に沿って細長い形状を有すると共にカメラの光軸に対して平行である少なく
とも１つの平坦な側部を有するカメラの取付けを許容するように設計されている。開口部
１８５は、カメラ取付ねじ１６０の通過を許容する。開口部１８５は、様々な幅を有する
様々なカメラタイプの取付けに対応するように、細長くなっている。図１２において、サ
イドパネル１９０に当接するようにカメラ４６を取り付けることにより、カメラ軸の適切
な位置合わせが保証される。
【００５０】
　その光軸に対して実質的に垂直である細長い形状と、カメラ軸に対して垂直である実質
的に平坦な背面と、を有するカメラの場合には、好ましくは、図１３に示されているプラ
ットフォームが使用される。開口部１８５は、取付ねじ１６０の通過を許容し、且つ、所
定範囲のカメラの厚さに対応するように、細長くなっている。取り付けられたカメラの背
面がプラットフォーム１７５のバックパネル１９５に当接した場合に、取り付けられたカ
メラの適切な位置合わせが実現されている。
【００５１】
　いくつかの実施形態においては、カメラ取付プラットフォームのチルト機能が省略され
てもよいことに留意されたい。このような実施形態においては、カメラ取付プラットフォ
ームは、一定の傾斜を有するように製造されてもよく、或いは、まったく傾斜を伴わない
ように製造されてもよい。
【００５２】
　リモート装置１６は、本発明の自動ビデオ記録システムのすべての実施形態の重要なコ
ンポーネントである。リモート装置１６は、それ自身の場所を検出することにより、或い
は、リモート装置１６と関連付けられた被写体１２の場所を検出するように基地局１８を
支援することにより（例えば、図２を参照されたい）、カメラ４６を被写体１２に対して
方向付けすることを支援する。これらのタスクは、リモート装置１６が様々な入力及び出
力機能を有することを必要としている。更には、リモート装置１６が、自動ビデオ記録シ
ステムの状態、ユーザーフィードバック、及びシステムの遠隔制御に関する情報を提供す
ることが望ましい。リモート装置１６のユーザーフィードバック及び遠隔制御機能は、好
ましくは、複数の方式（例えば、光及び音響信号、プッシュボタン、タッチスクリーン、
又は音声入力など）によって実装される。リモート装置１６は、通常、屋外環境において
被写体１２によって担持されることから、リモート装置１６は、好ましくは、防水性及び
耐衝撃性を有する。
【００５３】
　図１４は、本発明の好適な一実施形態によるリモート装置の第１実施形態を示す概略図
を示している。図１５は、本発明の好適な一実施形態によるリモート装置の第２実施形態
を示す概略図を示している。図１４及び図１５は、リモート装置の好適な実施形態におい
て可能にされる主要な入力及び出力接続を示している。
【００５４】
　図１４は、軟質エンクロージャ２００を有するリモート装置１６の第１実施形態を示し
ている。図１５は、硬質エンクロージャ２１０を有するリモート装置１６の第２実施形態
を示している。いずれの実施形態も、好ましくは、無線及び電気データによる入力と、無
線、光、及びデータ通信による出力と、を可能にする。更には、いずれの実施形態も、好
ましくは、関連付けられた電池の充電を可能にする。エンクロージャ（軟質エンクロージ
ャ２００及び硬質エンクロージャ２１０）は、いずれも、好ましくは、完全に閉鎖された
ポリマーエンクロージャである。両方の実施形態の重要な特徴は、エンクロージャが、リ
モート装置の動作のために不可欠である封入された電気回路を短絡させないように、完全
に閉鎖されたポリマーエンクロージャが、大きな電気抵抗値を有するという点にある。又
、使用されるポリマーも、好ましくは、高周波における低減衰特性を有する。更には、使
用されるポリマーは、好ましくは、低熱伝導率をも有する。大きなエネルギーを消費する
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回路の場合には、低熱伝導率は、問題となる場合がある。この問題点は、電気設計上にお
ける対策により、部分的に、且つ、大きな電気抵抗値と中程度の熱伝導率の両方を有する
複合ポリマーを使用することにより、部分的に、解決される。例えば、いくつかのシリコ
ーンに基づいた複合材料は、１．５～７Ｗ／ｍＫという熱伝導率を有し（比較を目的とし
て、ポリウレタンの熱伝導率は、約０．０２Ｗ／ｍＫであり、鋼の熱伝導率は、１６～４
５Ｗ／ｍＫである）、同時に、これらは、１０１４Ω・ｃｍ超という抵抗率を有すること
ができる。
【００５５】
　データ転送は、無線トランシーバにより、或いは、電池充電の環境において後述するも
のに類似した設計により、実装されてもよい。相違点は、電池充電用の充電スタブの代わ
りに、データワイヤ接点のアレイが露出しているという点にある。これらの接点は、セキ
ュアデジタルカード又はＳＤカードと呼ばれるメモリカードにおいて使用されているもの
に類似したものであってもよい。接点は、好ましくは、内部回路により、水中における短
絡から保護されている。
【００５６】
　図１４及び図１５に示されている実施形態の間の少なくとも１つの相違点は、軟質ポリ
マーエンクロージャの薄い層によってカバーされたスイッチをユーザーの指によって動作
させてもよいという点にある。硬質エンクロージャは、例えば、タッチスクリーンなどの
大きな硬質要素の周りに相対的に優れた防水性エンクロージャが製造されるという点にお
いて、有利である。
【００５７】
　硬質エンクロージャ２１０を有すると共にタッチスクリーンを更に有するリモート装置
１６の好適な実施形態においては、オン／オフ機能は、常にオン状態にある静電容量性タ
ッチセンサによって実装される。例えば、装置をターンオン又はターンオフするには、同
時に両方のエリアにおいて、２つのエリアセンサに対して少なくとも５秒間にわたって接
触しなければならない。
【００５８】
　図１６Ａ～図１６Ｄは、本発明の好適な一実施形態によるリモート装置の４つの実施形
態変形例を示す概略断面図を示している。図１６Ａ～図１６Ｄに示されているリモート装
置１６の実施形態は、軟質及び硬質エンクロージャが様々な組合せにおいて使用されてい
る実施形態変形例を示している。図１６Ａにおいては、リモート装置１６は、図示のよう
に、硬質エンクロージャ２３０に埋め込まれた軟質エンクロージャ２２０に埋め込まれた
リモート装置１６の電気的及び電気機械的コンポーネントを有する。図１６Ｂにおいては
、リモート装置１６は、軟質エンクロージャ２４０に埋め込まれた硬質エンクロージャ２
５０に埋め込まれたリモート装置１６の電気的及び電気機械的コンポーネントを有する。
【００５９】
　図１６Ｃ及び図１６Ｄの実施形態は、図示のように、電子的及び電気機械的コンポーネ
ントを軟質エンクロージャ２６０又は硬質エンクロージャ２９０に完全に埋め込み、且つ
、第２の分離可能な部分である硬質エンクロージャ２７０又は軟質エンクロージャ２８０
を提供することにより、構築されている。
【００６０】
　図１６Ｃに示されている実施形態は、耐衝撃性を有し、その理由は、軟質エンクロージ
ャ２６０の機械的保護を提供する外側硬質エンクロージャ２７０に軟質ポリマー２６０が
埋め込まれているからである。更には、外側の硬質エンクロージャ２７０の使用により、
例えば、装置をストラップ又はベルトに装着することが可能になる。この好適な設計バー
ジョンの特定の例が、図１７Ａ及び図１７Ｂに示されている。
【００６１】
　図１７Ａ及び図１７Ｂは、本発明の好適な一実施形態によるリモート装置を示す正面図
及び背面図を示している。図１７Ａのリモート装置は、本発明の好適な実施形態による防
水性及び耐衝撃性エンクロージャを有するように製造された電子装置の特定の例である。



(19) JP 2015-513858 A 2015.5.14

10

20

30

40

50

図１７Ａは、リモート装置１６の正面を示しており、図１７Ｂは、リモート装置１６の背
面を示している。
【００６２】
　リモート装置１６の可視部分は、リモート装置１６の電子的及び電気機械的コンポーネ
ントを完全にカプセル化するソフトポリウレタンモールド体３００を含み、唯一の例外が
、アクリル光導体の端部３４５及びステンレス鋼充電スタブの端部３６５である。軟質ポ
リウレタンモールド体３００は、嵌合表面３３０において、硬質の好ましくは射出成形さ
れたＡＢＳプラスチックフレーム３２０内にしっかりと嵌合されている。モールド体３０
０とフレーム３２０の間には、ギャップ３３１が存在しており、このギャップは、ストラ
ップを通すために使用されてもよく、ストラップは、装置を被写体の身体に対して、又は
スポーツ用機器に対して、又はこれらに類似したものに対して、装着するために使用され
てもよい。軟質ポリウレタンモールド体３００の内部に埋め込まれたマイクロスイッチが
、わずかに隆起しており、且つ、モールド体表面の隆起表面３５０として可視状態にある
。
【００６３】
　モールド体３００用の材料の選択肢は、軟質ポリウレタンであるが、適切な代替肢によ
って代用してもよい。軟質ポリウレタンモールド体３００又は任意の代用材料は、大きな
水接触角を有すると共に疎水性を有するべきである。約１００度の又はこれを上回る水接
触角を有する材料が撥水材料として好ましい。軟質ポリウレタンの機械的特性（４０ショ
アＡ～１０ショアＡの範囲の硬度）が優れており、類似の特性を有するその他のプラスチ
ックも同様に使用されてもよい。
【００６４】
　フレーム３２０用の好適な材料は、ＡＢＳプラスチック（７５ショアＡ超の硬度）であ
り、その他の類似の材料も同様に可能であろう。軟質及び硬質モールド体が組合せにおい
て使用される際には、図１６Ａ及び図１６Ｂに示されているように、硬質ポリウレタンが
、硬質エンクロージャ用の好適な選択肢である。図１６Ａに示されている実施形態におい
ては、リモート装置のフロント部分は、軟質であるが、装置の背面は、硬質ポリウレタン
である。図１６Ａの実施形態においては、フレーム３２０が省略されており、その理由は
、その機能が、硬質ポリウレタン部分に統合されてもよいからである。ウォータースポー
ツ活動において使用される電子製品の場合には、プラスチックなどの軽量材料の使用が好
ましいが、いくつかの用途においては、金属も同様に使用可能であろう。
【００６５】
　図１７Ａ及び図１７Ｂに示されているリモート装置１６用の設計は、例えば、サーファ
などの腕又は足首に装着された状態において着用可能な電子製品の場合に、好適である。
ストラップ又はバンドは、軟質ポリウレタンモールド体３００とフレーム３２０の間に存
在するギャップを通過する。図面に示されている例は、自動ビデオ記録システムのリモー
ト装置に固有のものではあるが、本明細書に開示されている原理は、様々な電子製品に適
用可能である。
【００６６】
　図１７Ａ及び図１７Ｂに示されている好適な設計においては、モールド体３００は、フ
レーム３２０内にしっかりと嵌合されている。フレーム３２０の装着のセキュリティを改
善するために、フレーム３２０は、好ましくは、表面３３０のフロントエッジ及びバック
エッジにおけるわずかな隆起部である「リップ」を有するように設計される。モールド体
３００をフレーム３２０と組み立てるには、モールド体３００の軟質ポリウレタンの圧縮
性を活用する。或いは、この代わりに、モールド体３００とフレーム３２０は、接着剤を
使用することにより、又は溶剤接合を使用することにより、永久的に１つに接合されても
よい。更には、舌及び溝形状を利用し、接合を支援してもよい。類似の方式により、成形
されたコアと射出成形されたフレームの間における緊密な嵌合を許容する圧縮スプリング
として蓋なしモールド体のメニスカスを使用することができる。
【００６７】
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　図１８は、本発明の好適な一実施形態によるリモート装置に埋め込まれたマイクロスイ
ッチを示す断面図を示している。図１８の実施形態においては、リモート装置１６は、好
ましくは、軟質ポリウレタンモールド体３００の内部において完全に固定されたマイクロ
スイッチ及び類似の装置を利用している。例示用のマイクロスイッチ３１０の上部部分３
７０は、軟質ポリウレタンモールド体３００の内部において示されている。マイクロスイ
ッチ３１０のボタン３８０は、その上方の隆起したポリウレタン表面３５０に対して最も
近接した部分である。マイクロスイッチ３１０の上部部分３７０は、好ましくは、中空シ
リンダの形態において成形された閉鎖されたセル発泡体部分３９５内において固定されて
いる。第２のワッシャ形状の閉鎖されたセル発泡体部分３０５が、ボタン３８０に隣接し
た状態において位置決めされている。ボタン３８０の運動が妨げられないように、閉鎖さ
れたセル発泡体部分３０５及び３９５を使用し、マイクロスイッチ３１０のボタン３８０
をモールド体３００から分離している。閉鎖されたセル発泡体材料は、製造の容易性及び
圧縮性のために好ましいが、ボタン３８０と閉鎖されたセル発泡体部分３０５の間におい
てほとんど又はまったく摩擦を生成しない任意の高圧縮性材料が適切に利用されてもよい
。薄い曲がり易いシート３９０が組立体を閉鎖している。マイクロスイッチボタン３８０
の最上部は、リモート装置１６の前部の表面３１５を形成する成形レベルに対して近接し
た状態において配置されている（約１～約４ミリメートル）。この結果、モールド体は、
マイクロスイッチのエリア内においてわずかに隆起しており、且つ、結果的に得られる隆
起した表面３５０は、ユーザーにとって明らかに弁別可能である。約１～約４ミリメート
ルというモールド体の厚さの範囲は、マイクロスイッチ３１０の便利な取り扱いを許容す
る。閉鎖されたセル発泡体材料は、上述のように使用されてもよく、或いは、これは、成
形されてもよい。
【００６８】
　リモート装置１６などの電子装置のユーザーにとっては、その装置の又は電子装置が通
信している装置の状態について通知されることが重要である。このような情報を提供する
１つの好適な方法は、発光ダイオード（ＬＥＤ）又は類似の装置によるものである。表面
３１５に近接した状態においてモールド体３００に埋め込まれたＬＥＤを有することがで
きる。多くのポリウレタンと同様に、モールド体３００が半透明である場合には、ＬＥＤ
光は、弱くなるが、可視状態となる。
【００６９】
　図１９は、本発明の好適な一実施形態によるリモート装置内の光導体を有する埋め込ま
れた光源を示す断面図を示している。図１９は、印刷回路基板３８５内において固定され
ると共に上部表面３１５に向って照準合わせしたＬＥＤ３５５を示している。ＬＥＤリー
ド線３３５は、好ましくは、印刷回路基板３８５の裏面上において印刷回路基板３８５に
対してはんだ付けされている。光導体３４０は、図示のように、ＬＥＤ３５５の上部にお
いて固定されている。モールド体３００は、印刷回路基板３８５を完全に取り囲んでいる
。好適な一実施形態においては、成形は、前面３１５が光導体３４０の最上部３４５と同
一平面上に位置するように、実行される。ＬＥＤ用の光導体は、光学グレードのアクリル
、ポリカーボネート、又はポリブチレンなどの様々な材料から製造される。又、光導体は
、異なる形状を有してもよい。好ましくは、光導体用の選択された材料は、モールド体に
対する良好な接着性を有し、且つ、疎水性を有する。又、光導体３４０は、カラーフィル
タとして機能してもよい。一代替実施形態においては、光導体３４０の最上部３４５は、
ドーム形状を有している。このような好適な実施形態は、側部から観察された際に、ＬＥ
Ｄ光の改善された可視性を提供するという利点を有する。
【００７０】
　図２０は、本発明の好適な一実施形態によるリモート装置内の埋め込まれた電気接続ポ
ストを示す断面図を示している。更に詳しくは、図２０は、リモート装置１６の充電スタ
ブ３６０を示している。充電スタブ３６０は、好ましくは、印刷回路基板３８５上のはん
だ付けリムにはんだ付けされた導体から製造されている。はんだ３７５は、図示のように
、印刷回路基板３８５の片面上にあってもよく、或いは、基板の両面上にあってもよい。
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好適な一代替実施形態においては、充電スタブ３６０は、はんだ付けを伴うことなしに、
印刷回路基板３８５上の縁部が付与された孔に圧入される。充電スタブ３６０は、好まし
くは、充電スタブの端部３６５を除いて、モールド体３００によって完全に取り囲まれて
いる。充電スタブ３６０の端部３６５は、好ましくは、表面３２５と同一平面上に位置し
ている。充電スタブ３６０の端部３６５は、（リモート装置１６の電池を充電するための
）充電器と結合し、充電器は、好ましくは、標準的な家庭用電気コンセント回路に接続さ
れる。
【００７１】
　充電スタブ３６０は、好ましくは、成形材料に対する良好な接着性を有しており、且つ
、疎水性を有する耐腐食性材料から製造される。充電スタブの材料の好適な一例は、電解
研磨された表面を有するグレード３０４のステンレス鋼である。材料の選択肢に応じて、
充電スタブ３６０の印刷回路基板３８５に対する接合は、溶接プロセス（例えば、スポッ
ト溶接）を使用することにより、実行されてもよい。充電スタブ３６０がはんだ付け不能
な金属から製造されている場合には、例えば、はんだ付けを促進する亜鉛などの被覆によ
って被覆されてもよい。別の好適な実施形態においては、充電スタブ３６０は、印刷回路
基板３８５に、はんだ付けされてはおらず、且つ、圧入によって充電スタブ３６０との電
気的接触が提供されている。
【００７２】
　好適な一実施形態においては、リモート装置１６用の充電器は、充電スタブ３６０に接
続するための平坦な又は凸状の形状の磁気充電パッドを装備している。又、一実施形態に
おいては、充電スタブ３６０も、磁性を有しており、且つ、充電器の充電パッドと充電ス
タブ３６０の間の磁力により、電子装置（リモート装置１６）と充電器が１つに保持され
る。このような実施形態においては、磁力は、電子装置が充電器に対して誤った方式で接
続されることをも防止する。別の好適な実施形態においては、充電スタブ３６０は、強磁
性を有しているが、磁化されてはいない。充電器の磁気充電パッドと強磁性充電スタブ３
６０の間の磁力は、充電の際の接触を保証することになり、好ましくは、機械的設計によ
り、正しい極性が保証される。更に別の好適な実施形態においては、充電スタブ３６０は
、銅、アルミニウム、真鍮、又は非磁性ステンレス鋼などの非磁性金属から製造されてい
る。充電器の充電パッドと充電スタブの間の電気的接触は、例えば、スプリングにより、
或いは、充電器内の少なくとも１つの磁石とモールド体３００内の１つの強磁性プレート
又は磁石の間の磁力により、提供される。図２０（並びに、端部３６５が可視状態にある
図１７Ｂ）に示されている充電スタブ３６０の円筒形の形状は、自動ビデオ記録システム
のリモート装置の充電スタブの場合に、好適なものであり、（例えば、データ接点などの
）その他の用途の場合には、その他の設計が実現可能であろう。
【００７３】
　標準的なビデオ記録においては、音響は、ビデオレコーダ自体によって記録される。本
発明の自動ビデオ記録システムの場合には、この音響記録の方法は、多くの場合に、最適
なものではなく、その理由は、記録されている動作が、カメラの近傍に位置してはおらず
、且つ、コメントを提供するカメラマンが存在していないからである。むしろ、記録の被
写体１２、即ち、自動ビデオ記録システム１０のリモート装置１６を有する人物（図１を
参照されたい）が、コメントの記録を所望することになる。向きコントローラ７０のモー
ター及びギアが雑音を生成する場合には、カメラ４６は、その雑音を記録することになる
。更には、自動ビデオ記録システム１０のカメラ４６が記録に無関心なその他の人物の近
傍に存在しており、且つ、カメラが彼らの無関係な会話又はコメントを記録することにな
る可能性も高いであろう。これらのすべての理由から、カメラ４６によって記録される音
響を被写体１２によって記録されるサウンドトラックによって置換することが望ましい。
これは、被写体１２と一緒に配置されたリモート装置１６内にマイクロフォンなどの音声
検知装置を提供することにより、実現される。本発明の好適な一実施形態においては、リ
モート装置１６は、１つ又は複数の音声又は音響検知装置を含む。更には、リモート装置
１６は、記録された対応するビデオに後から埋め込むべく音響を電子的に記録及び保存し
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、或いは、記録、保存、及び／又は同期化のために音響情報を送信する能力を有してもよ
い。
【００７４】
　音声指示を記録すると共に向きコントローラ１００に送信するためにリモート装置１６
を使用する権限を被写体１２に対して付与することに大きな利点が存在している。音声指
示の使用は、身体的な要求事項が多いスポーツ活動においては、プッシュボタン又はタッ
チスクリーン入力などの代替肢よりも格段に容易であると共に効率的であろう。
【００７５】
　図２１は、本発明の好適な一実施形態によるマイクロフォン及びスピーカを装備したリ
モート装置の主要コンポーネントを示す概略図を示している。リモート装置１６の場所は
、好ましくは、測位システムから衛星信号２０（又は、等価な地上信号）を受け取る全地
球測位アンテナ２２によって判定される。このような測位システムの一例は、全地球測位
システム（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＧＰＳ）である。或
いは、この代わりに、その他の場所判定技術が利用されてもよい（このような実施形態に
おいては、リモート装置１６のいくつかのコンポーネントは、使用されている場所判定シ
ステムと結合されるコンポーネントによって置換されることになろう）。全地球測位アン
テナ２２が受け取ったデータは、マイクロコントローラ／メモリユニット６６及び無線ト
ランシーバ２４に伝達される。制御ボタン７２及び７４は、好ましくは、リモート装置１
６の電源を投入及び切断するために、且つ、その他の機能のために、含まれている。状態
インジケータＬＥＤ８４は、好ましくは、システムの準備完了状態を示している。電池、
充電器接点、及び充電インジケータＬＥＤは、リモート装置１６のその他の好適なコンポ
ーネントであるが、図２１には、示されていない。リモート装置１６は、好ましくは、図
示のように、マイクロフォン８０と、スピーカ８７と、を有する。
【００７６】
　マイクロフォン８０は、電子信号をマイクロコントローラ／メモリユニット６６及び無
線トランシーバ２４に出力する。無線トランシーバ２４は、先程の図１～図６に更に広範
に示されている自動ビデオ記録システム１０の基地局１８との間の双方向通信（５０及び
５２）のために使用される。参照符号５０及び５２によって示されている双方向通信は、
好ましくは、高周波を介したものである。基地局１８及びリモート装置１６内の無線トラ
ンシーバは、好ましくは、それぞれの記録セッションごとに、ペア化される。ペア化の結
果として、無線通信データパケットは、好ましくは、同一の近傍領域内において動作して
いる関係のないトランシーバによる干渉を回避するべく、識別子コードによって先行され
ている。図２１に示されている実施形態においては、全地球測位アンテナ２２を用いて取
得された位置データは、基地局１８に送信されており、基地局１８は、関連付けられたカ
メラをリモート装置１６の方向において方向付けするように、１つの位置決め器（又は、
複数の位置決め器）に対して指示している。リモート装置１６は、好ましくは、例えば、
一人のサーファが別のサーファに容易に伝達することができるように、容易に受け渡し可
能な装置である。自動ビデオ記録システム１０のカメラ４６は、誰がリモート装置１６を
保有していても、その人物を追跡及び記録する。
【００７７】
　好適な一実施形態においては、基地局１８は、カメラ４６の「オン／オフ」、「記録／
記録の停止」、及びその他の機能を制御することができる。このタイプの制御により、記
録のターゲット又は被写体は、リモート装置１６と基地局１８の間の通信機能を使用して
記録の様々な側面を制御してもよい。制御は、ボタンスイッチ又はタッチセンサを物理的
に係合させることにより、実行してもよく、或いは、その代わりに、音声により、実行し
てもよい。例えば、サーファは、波に向って手でかき進み始めた際に、「記録」という言
葉を発話することが可能であり、且つ、記録の停止を所望する際に、「停止」と発話する
ことができる。この機能は、被写体が実際にサーフィンしている部分（この長さは、わず
かに数分間であってもよい）を見出すために数時間に及ぶサーフィンビデオを閲覧する必
要性を除去するという点において、有利である。別の実施形態においては、ユーザーは、
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一連の高品質のスチール画像を取得するように、カメラに対して指示を送信してもよい。
【００７８】
　好適な一実施形態においては、音響は、リモート装置１６において記録されると共に基
地局１８に送信され、且つ、キャプチャされたビデオと同期化される。送信されるオーデ
ィオ情報は、オーディオ情報パケットに分割される。それぞれのオーディオ情報パケット
は、タイムスタンプが付与され、且つ、基地局１８に送信される。基地局１８は、オーデ
ィオ情報パケットが送信の際に壊れていないことを検証し、且つ、オーディオ情報パケッ
トが正しく受信されていることについてリモート装置１６との間において通信する。オー
ディオ情報パケットが壊れていた場合には、基地局１８は、壊れていると基地局１８が指
定したオーディオ情報パケットを再送するように、リモート装置１６に対して伝達する。
オーディオ情報パケットは、タイムスタンプ情報を使用することにより、記録されたビデ
オにおける適切な時刻に対してマッチングされる。このプロセスは、自動ビデオ記録シス
テムが動作している間、反復される。基地局１８は、リモート装置１６と通信し、送信さ
れたオーディオ情報パケットのすべてを基地局が受け取ったことを検証する。いずれかの
オーディオ情報パケットが基地局１８によって受け取られていない場合には、基地局１８
は、いずれの期間が失われているのかをリモート装置に伝達し、且つ、それらのタイムス
タンプに対応するオーディオ情報パケットがリモート装置１６から基地局１８に再送され
る。以上は、自動ビデオ記録システムとの関係において説明されているが、このプロセス
は、オーディオ情報が記録装置とは別個の装置によってキャプチャされるあらゆる用途に
適用可能である。
【００７９】
　本発明の別の好適な実施形態においては、オーディオ情報パケットの基地局１８に対す
る送信に加えて、記録された音響ファイルの複写がリモート装置１６において保存されて
いる。リモート装置１６における記録されたオーディオの保存は、リモート装置１６と基
地局１８の間の通信リンクが危険に晒されている場合にリモート装置１６からのオーディ
オをバックアップとして使用してもよいという点において、有益である。
【００８０】
　被写体１２が制御を所望する場合がある基地局１８のその他の機能が存在している。例
えば、リモート装置１６を使用することにより、カメラ４６の向きを調節又は再較正する
ように、位置決め器３２を制御することができよう。このような制御は、適切なボタンを
押下することにより、或いは、リモート装置１６において埋め込まれたタッチスクリーン
とやり取りすることにより、実行されてもよい。更には、且つ、非常に好ましくは、この
ような制御は、操作に手を使わないで済むように、音声によって作動させてもよい。
【００８１】
　位置決め器３２は、好ましくは、望ましくない音響を生成する場合のある電子的及び機
械的コンポーネント（例えば、モーターやギアボックスなど）と関連する雑音を低減する
ように設計されている。これは、雑音の遮蔽、物理的な減衰、及び／又は雑音吸収材料を
位置決め器３２又はカメラ向きコントローラ１００に内蔵することによって実現される。
これらの設計における対策は、機器の原価及び重量を増大させる場合があるが、音響がカ
メラ４６によって記録される場合には、有用である。被写体１２によって記録された音響
トラックを提供することにより、位置決め器又はカメラ向きコントローラと関連する雑音
問題の処理の必要性が低減される。それにも拘わらず、カメラ４６による音響の検知及び
記録は有用であろう。例えば、カメラを動作させるべくカメラマンが必要とされない場合
にも、カメラの近傍の友人が記録に関する定期的なコメントの付与を所望する場合がある
。
【００８２】
　又、基地局１８が別個の場所に存在している場合には、基地局１８によって音響を記録
することも有用であろう（例えば、図４を参照されたい）。このような実施形態において
は、いくつかのカメラ及びいくつかのリモート装置が単一の基地局によって制御されても
よい。基地局１８は、すべてのカメラによる記録を監督すると共に有意なコメントを記録
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に対して付加する操作者により、制御されることになろう。関係する一実施形態において
は、基地局１８に位置した人物は、リモート装置１６を通じて追跡されている被写体１２
に対して通信してもよい。この実施形態においては、基地局１８及びリモート装置１６は
、好ましくは、無線による一方向又は双方向の音声通信を有する。
【００８３】
　本明細書の好適な一実施形態によれば、リモート装置１６は、防水性及び耐衝撃性を有
する。上述のように、このような防水性及び耐衝撃性は、（電子的、電気的、又は光学的
なインターフェイス及びタッチスクリーンを提供するために露出する必要がある表面を除
いて）リモート装置のコンポーネントをポリマーに埋め込むことにより、実現される。こ
のような実施形態においては、ポリマーは、内側表面と、外側表面と、を有する。内側表
面は、好ましくは、リモート装置ユニットの電子的及び機械的部分と直接接触している。
ポリマーの外側表面は、リモート装置の表面の一部であり、且つ、リモート装置の化粧表
面として部分的に機能してもよい。又、リモート装置の外側表面は、電気的又は電子的接
触の表面、光導体の表面、レンズ、及び画面の表面、タッチスクリーン、及びこれらに類
似したものをも含む。又、外側表面は、マイクロフォン及びスピーカの表面を含むことも
できる。
【００８４】
　従来の防水は、カメラなどの装置がその内部に収容される硬質ポリマーのシェル又はケ
ースの使用を利用していることに留意されたい。このようなエンクロージャと保護された
装置の間における空気の音響絶縁特性に起因し、このようなエンクロージャ内の装置は、
音響の記録にあまり適してはいない。同時に、このような硬質エンクロージャは、ユーザ
ーによって着用された衣服と擦れることにより、且つ、その他の硬質物体に衝突すること
により、音響を生成する。リモート装置を、例えば、軟質ポリウレタンなどの軟質ポリマ
ーに埋め込むことにより、これらの問題点が低減又は解決される。軟質ポリマーを使用す
ることにより、ユニットの衝撃抵抗力が改善され、且つ、ユニットが硬質物体に衝突した
際に生じうる音響が低減される。埋め込みポリマーは、被写体によって着用された衣服が
ユニットの本体と擦れた際に生成されるものなどの局所的に生成される音響の伝播を低減
する。これらの機能は、その他の音響記録装置に対して適用可能である。例えば、着用可
能な着脱自在のカメラなどの電子装置に伴う又はその他の方式によってこれらの装置と共
に内蔵されうるマイクロフォンによって記録される音響も、これらの電子装置をポリマー
に、特に、相対的に低硬度のポリマーに、埋め込むことにより、同様に改善することがで
きる。
【００８５】
　本明細書の本発明の原理を使用する用途の一例は、「リアリティ」テレビショーなどの
テレビショーの撮影を含む。本明細書のシステムを使用し、シーンを妨げることなしに（
又は、複数の撮影班の支出を伴うことなしに）、混雑したエリア内においてシーンを撮影
してもよい。一人又は複数のリアリティテレビの被写体は、すべての映像及びイベントが
、その発生に伴ってキャプチャされるように、マイクロフォンを有するリモート追跡装置
を着用する。カメラは、単一の被写体又は複数の被写体或いはこれらのなんらかの組合せ
を追跡するべく、異なる角度及び高度においてセットアップされてもよい。音声記録にタ
イムスタンプを付与し、後からの編集及び制作のために、それらの音声記録を記録されて
いる画像とマッチングしてもよい。
【００８６】
　図１～図６は、スポーツイベントの参加者などの被写体１２の場所を検出すると共に被
写体１２を追跡するように構成された自動ビデオ記録システム１０を示している。好まし
くは、自動ビデオ記録システム１０は、好ましくは、被写体１２と一緒に配置されたリモ
ート装置１６、基地局１８、位置決め器３２、及びカメラ４６を有する。基地局１８及び
リモート装置１６は、好ましくは、マイクロコントローラと、通信装置と、を有する。基
地局１８は、カメラ４６の場所において取得されたセンサデータに部分的に基づいて、カ
メラ４６とリモート装置１６の間の照準ベクトル４８を判定する。更なる詳細については
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、先程引用によって本明細書に包含された第’２０３号特許出願明細書を参照されたい。
被写体１２がリモート装置１６と共に運動するのに伴って、照準ベクトル４８が更新され
、且つ、基地局１８が、被写体１２をカメラ４６のフレーム６０内に維持するために必要
とされる任意の角度位置の変化及び任意のズーム及び焦点の変化を判定する。ズーム角は
、ライン６０によって定義されている。
【００８７】
　図２２及び図２３は、自動ビデオ記録システムの様々なコンポーネントの関係を示す概
略図を示している。更に詳しくは、照準ベクトル４８の向きは、カメラ４６の元々の照準
方向４７からの角度における逸脱として表現されてもよい。カメラ４６の場所に中心を有
する地球固定座標系においては、向きの角度は、パン角とチルト角の合計として見なして
もよい。地球固定座標系を、カメラ４６の初期方向４７に沿ってｘ軸を有するものとして
見なすことが便利である。パン角は、方向４７及び４９の間において座標系のｘｙプレー
ン内に位置している。チルト角は、ｘｙプレーンに対して垂直であるプレーン内において
、方向４９と方向４８の間である。
【００８８】
　基地局１８は、位置決め指示を位置決め器に対して出力し、且つ、カメラ動作指示をカ
メラ４６に対して出力する。位置決め器３２は、リモート装置１６に対して相対位置照準
ベクトル４８に沿って照準合わせするようにカメラ４６を位置決めし、且つ、カメラ４６
のズームレベルは、カメラ４６の視野が被写体１２を上回るように設定されている。更に
は、カメラ４６の焦点距離は、被写体１２が合焦状態となるように制御される。最適なフ
レームサイズの選択肢は、一般に、使用される場所判定技術のなんらかの制限が付与され
た状態において、過剰に迅速なカメラの運動を伴うことなしに被写体１２を視野内に維持
しつつ、可能な限り詳細に示すべく可能な限りズームインするという所望の妥協の産物で
ある。これらの制限には、限られた精度及び有限の応答速度が含まれる。
【００８９】
　最適なフレームサイズの選択は、様々な方法によって実現されてもよい。ビデオを生成
する好適な一実施形態においては、自動ビデオ記録システム１０の既定の仕様は、人間の
サイズよりも多少大きなフレームを記録するというものである。望ましいズームレベルの
ためのユーザー制御を提供することが有用である。例えば、大きな波が存在しているサー
フィンセッションを記録するためには、ユーザーは、波の全体が視野に収まることを所望
することになろう。別の好適な実施形態においては、迅速な運動を伴うスポーツの用途を
記録するためには、人間の被写体１２よりも格段に大きなフレームを記録することが有用
である。このような用途においては、記録フレームが被写体との関係において小さ過ぎる
場合には、被写体は、非常に迅速にフレームのエッジに到達することになる。カメラの向
きは、被写体１２を追跡するように調節され、且つ、視野が狭い場合には、快適な閲覧経
験のために、カメラの向きを過剰に迅速に調節しなければならなくなるであろう。
【００９０】
　図２３には、ズーム角の計算が概略的に示されている。カメラ４６と被写体１２の間の
距離ｄは、場所判定技術によって判明することから、サイズｈの視野について、カメラ４
６の視野６０のラインの間のズーム角αが算出されることになる。例えば、ｈ＝４０フィ
ートであり、且つ、距離が、ｄ＝４００フィートである場合には、ズーム角は、

として表現されることになろう。自動ビデオ記録システムの使用が様々な用途において意
図されている一実施形態においては、推定フレームサイズを選択することによる又は被写
体１２のサイズを入力することによる特定の用途タイプのユーザー入力を可能にすること
が有利である。例えば、カイトサーフィンの用途においては、被写体であるカイトボーダ
ーの上方２５メートルに位置しうるカイトがフレーム内に収まることを許容する広角度に
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ズームアウトすることを所望することになろう。
【００９１】
　又、場所判定技術の精度に疑義が生じた際には、或いは、場所判定技術信号が失われる
か又は一時的に中断状態となった際には、ズームアウトすることも有利である。
【００９２】
　図２４は、本発明の好適な一実施形態によるズーム及び焦点制御を有する自動ビデオ記
録システムを動作させる方法を示すフローチャートを示している。場所判定技術により、
毎秒複数回にわたって定期的にリモート装置１６の場所データを生成する。基地局１８は
、カメラ４６の場所及び現在の向きに関するデータを保存する。基地局１８とリモート装
置１６の間には、通信リンクが存在している。自動ビデオ記録システムの動作が継続して
いる間に、リモート装置１６（記録のターゲット）の場所の更新が予想される。自動ビデ
オ記録システム１０の基地局１８は、使用されている場所判定技術からのリモート装置１
６の更新済みの場所の受取りを待っている（ステップ５００）。ステップ５１０において
、更新済みの場所が受け取られた際に、ステップ５２０において、パン及びチルト照準角
及びカメラ４６とリモート装置１６の間の距離の更新済みの値が判定される。好ましくは
、不感帯が設定されており、これは、照準ベクトル４８の向き及び／又は長さの変化が、
特定の予め設定された限度外とならない限り、カメラ向き及びズームが変更されないこと
を意味している。ステップ５３０において、ステップ５２０の更新済みの角度及び距離が
不感帯外にあるかどうかの判定が実行されている。新しい場所の座標が、被写体１２が大
きく動いたこと（即ち、不感帯の外部に動いたこと）を示している場合には、いくつかの
イベントが発生することになる。ステップ５４０において、ターゲット照準角が算出され
ている。ターゲット照準角とは、場所判定技術から受け取った最新の情報に基づいてカメ
ラ４６を運動させるパン及びチルト角である。ターゲット照準角は、現在のカメラ向きの
角度ではなく、むしろ、被写体１２の現在の運動が変化を伴うことなしに継続した場合に
カメラ４６を回転させることになる角度である。ステップ５５０において、バックラッシ
ュ補償により、ターゲット照準角を変更している。更なる詳細については、先程引用した
第’２０３号特許出願明細書を参照されたい。ステップ５６０において、（パン及びチル
ト運動を生成するための）有効な駆動電圧を算出している。ステップ５７０において、有
効電圧に基づいた指示を出力している。これらの電圧は、φによって表記されたパン及び
チルト回転角とｖによって表記されたパン及びチルト回転速度の両方を調節する。同時に
、ステップ５８０において、被写体１２の新しい位置についてズーム及び焦点を算出して
いる。ステップ５９０において、新しいズーム角α及び新しい焦点距離ｄの指示を生成し
ている。回転角及び回転速度の指示は、位置決め器３２について出力され、ズーム及び焦
点の指示は、カメラ４６について出力される。図２４のプロセスは、場所の更新がリモー
ト装置１６内において生成されるたびに、反復される。
【００９３】
　ステップ５００の待機時間が過大である場合には、出力指示により、被写体１２の最後
の検出された位置に対してカメラ４６を再方向付けすると共に再合焦させる。ここで、「
過大な待機時間」は、例えば、２つの連続的な更新を逃すこととして定義されてもよい。
この例を使用した場合には、「過大な待機時間」は、通常の更新周波数が約５Ｈｚである
場合には、約５００ミリ秒となろう。基地局１８は、場所判定技術からの更新を再度受け
取る時点までズームアウトするように、カメラ４６に対して指示するべくプログラムされ
てもよい。ステップ５２０において、リモート装置１６の更新済みの場所座標が、カメラ
の角度における向きの観点において再算出され、且つ、ステップ５３０において、向きの
変化がカメラの運動を正当化するかどうかを判定するべく、更新済みの向きと以前の向き
の差が不感帯と比較される。一例として、角度の変化が約１度未満である場合には、カメ
ラは運動しない。この機能は、不必要な小さな運動を防止する。例えば、被写体がスピー
ドスケーターであり、且つ、リモート装置が彼の腕に装着されている場合には、左腕と右
腕の交互の振りが、ほぼ毎秒ごとに発生することになろう。これらの腕の振りに追随する
ビデオを閲覧することは、非常に不愉快なものとなろう。被写体が不感帯外において運動
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している場合には、ステップ５４０において、ターゲットカメラの角度が算出されること
になり、ステップ５２０において算出された角度は、ステップ５４０における計算用の１
つの入力である。
【００９４】
　設定された限度を超過する速度においては、カメラの運動が被写体１２から大幅に遅延
することになると予想され、且つ、最後の２つ又は３つ又はこれ以上の数の角度位置に基
づいて、後続の位置を予測してもよい。これは、例えば、２つのデータ点からの線形補間
を使用することにより、２つを上回る数の点からの最小二乗フィット線形補間を使用する
ことにより、又は少なくとも３つの点に対する二次フィットを使用することにより、実行
可能であり、この結果がターゲット角である。ステップ５５０において、ソフトウェアに
より、バックラッシュについて補正した後に、ステップ５６０において、有効駆動電圧が
演算される。このステップにおいては、比例－積分－微分法が適用されてもよい。好適な
一実施形態においては、差が大きい場合に、カメラの運動の角速度も同様に大きくなるよ
うに、有効駆動電圧は、ターゲット角と現在のカメラの向きの間の差に比例している。
【００９５】
　好適な一実施形態においては、場所の更新を受け取った後に、角度の変化が相対的に大
きい場合には、駆動電圧は、相対的に高く（且つ、カメラの運動は、相対的に高速であり
）、且つ、カメラの向きが既に遅延している場合には、更に高速になる。電圧は、Ｖ＝Ｋ
＊（ターゲット角－カメラ角）として算出され、ここで、Ｋは、比例定数である。Ｖは、
頻繁に更新され、例えば、ターゲット角は、場合によっては、約５Ｈｚにおいて更新され
てもよいが、Ｖは、約２００Ｈｚにおいて更新されてもよく、この更新の周波数は、基地
局１８がカメラ４６の実際の角度位置に関する更新を位置決め器３２から受け取る周波数
によって左右される。自動ビデオ記録システム１０の好適な実施形態においては、位置決
め器３２は、任意の所与の瞬間において実際の角度位置に関する情報を生成する１つ又は
複数のエンコードホイールシステムを有する。
【００９６】
　カメラ４６がターゲット角に近づいた場合には、その運動は、オーバーシューティング
を回避するために減速する。好適な一実施形態においては、被写体がその境界を過ぎて運
動した際には、好ましくは、不感帯が再算出されている。好ましくは、不感帯は、以前の
運動の方向における被写体１２の中程度の運動さえもがカメラを運動させるが、逆方向に
おける被写体１２の類似の運動は、カメラを運動させないように、被写体よりも低速で運
動するべきである。この方式により、不必要なカメラの運動（即ち、記録の不安定性）が
大幅に低減される。
【００９７】
　比例－積分－微分制御の代替肢として、パルス幅変調が、単独で、又は電圧の調節との
組合せにおいて、適用されてもよい。本発明の異なる実施形態においては、カメラ４６を
方向付けするべく位置決め器３２内において使用されるモーターのタイプに応じて、その
他の制御方式が利用されてもよい。例えば、ステップ又はマイクロステップ指示の間の時
間インターバルを調節することにより、ステッパモーターの速度を制御してもよい。ステ
ップの計数及び方向の追跡を維持することにより、エンコードホイールからなどのフィー
ドバックに対する必要性を除去する開ループ制御を使用してもよい。 
【００９８】
　ステップ５５０において、駆動モーター及びギアボックスの既知の又は推定されたバッ
クラッシュに基づいて、ターゲット角が変更されている。ステップ５７０において、モー
ター（例えば、パンドライブ）を調節する２つの指示パラメータが存在していることから
、有効電圧及びターゲット角が位置決め器に対して出力されている。複数のドライブが使
用されている実施形態においては、それぞれのドライブが、類似の処理の結果として得ら
れる指示を受け取っている。
【００９９】
　更には、ステップ５９０において、基地局１８は、カメラ４６と被写体１２の間の距離
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に応じて、焦点及びズームと、従って、視野が、調節されるように、駆動信号を直接的に
カメラに送信している。又、ズームも、被写体１２の速度に応じて調節される。高速度に
おいては、自動ビデオ記録システムは、カメラ４６がズームアウトしない限り（即ち、フ
レームが拡大されない限り）、フレーム内に被写体を維持することができない場合がある
。このようになる理由は、被写体１２の運動との関係におけるカメラの位置決め運動の遅
延に関係しており、且つ、不感帯にも起因している。不感帯の効果が割り引かれてもよい
一定速度の状況においては、遅延は、主には、場所判定技術の時間遅延に起因している。
遅延を生成しうるその他の要因には、場所判定技術の有限な更新周波数、基地局１８内の
電子装置の有限な処理速度、及びカメラ４６の慣性との組合せにおける位置決め器３２の
モーターの限られたトルクが含まれる。例えば、上述の例の値を使用すれば、カメラのズ
ーム角がα＝５．７度であると仮定することにより、被写体１２とカメラ４６の間の距離
は、４００フィートであり、この結果、４０フィートのフレーム幅が得られる。遅延時間
が０．６秒であり、且つ、被写体１２が４０フィート／秒の速度で運動していると仮定す
れば、０．６秒において、被写体１２は、フレームの中心から約２６フィートだけ移動す
ることになり、これは、場所判定技術が被写体の場所を更新する前に、被写体がフレーム
の外に運動していることを意味している。この状況を回避するには、被写体１２が画面か
ら消える前に、即ち、被写体の速度が、例えば、２０フィート／秒であり、且つ、加速し
ている際には、ズームを調節しなければならない。遅延時間、速度、及び予測速度が大き
いほど、被写体１２の記録を維持するべく選択されるカメラ角αが大きくなる。
【０１００】
　カメラの運動の遅延が大きい用途の場合には、過去の場所、速度、及び加速度情報に基
づいてターゲットの予想位置を推定することにより、且つ、予想ターゲット角まで運動す
るように位置決め器に対して指示することにより、これを相殺してもよい。当業者には既
知の方法を使用することにより、プロセスにより、最近の過去のｓ、ｖ、及びα（場所、
速度、及び加速度）値に基づいて被写体１２の「次」の位置を予測する。カメラ４６を位
置決めする角速度は、被写体１２の現在の位置と「次」の位置の間の角度の大きさに比例
している。予測された「次」の位置を使用することにより、必要に応じて、相対的に高速
のカメラの運動が可能となる。
【０１０１】
　基地局１８によって使用されるプロセスは、遅延時間に起因して、且つ、場所判定技術
の不確定性に起因して、発生可能な向きの誤差の大きさを推定又は予測する。基地局１８
は、視野が十分に広くなるようにズームを調節するべく、信号をカメラ４６に送信するよ
うにプログラムされている。実際には、遅延時間は、一秒程度であってもよい。好ましく
は、カメラは、遅延時間における被写体１２の運動が被写体を視野から外に移動させない
ように、ズームアウトするべきである。
【０１０２】
　ズーム調節の別の理由は、被写体の場所が、一時的に入手不能であるか、又は所定の期
間にわたって失われているというものであってもよい。このような失われたデータ点は、
様々な原因に起因するものであってもよい。例えば、全地球測位システムに基づいた場所
判定技術の場合には、衛星－アンテナ間の通信における様々な短期的な問題に起因し、単
一のデータ点が失われる場合がある。相対的に長い失われたデータシーケンスは、例えば
、サーフィンの用途においては、被写体が水中に沈んでいることに起因するものであって
もよい。又、基地局１８とリモート装置１６の間の無線通信が干渉によって中断される場
合もある。基地局１８によって使用されるプロセスは、好ましくは、単一の失われたデー
タ点を無視すると共にデータが複数のサイクルについて失われた際にはズームアウトする
ように、カメラ４６に対して指示するべく設計されている。信号が再度出現した際に、被
写体１２は、被写体がある程度のかなりの距離を移動している場合にも、フレーム内に存
在している確率が高くなる。
【０１０３】
　ズームアウトの要因が存在していない場合には、基地局１８は、可能な限り高い分解能
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によって記録を生成するべく、ズームイン状態に戻るように、カメラ４６に対して指示を
送信する。
【０１０４】
　好適な一実施形態においては、自動ビデオ記録システム１０は、複数のリモート装置１
６を追跡するべく、単一の位置決め器３２と、単一のカメラ４６と、を有している。例え
ば、スポーツイベントにおいて、複数の被写体１２がカメラ４６の視野内に存在する場合
がある。基地局１８は、複数の被写体１２がカメラ４６の視野内に出現することを保証す
るために、複数のリモート装置１６の場所に基づいて、適切なズーム及び焦点との組合せ
において、カメラの最適な方向を演算する。好適な一実施形態においては、可能な場合に
は、すべての被写体１２をその視野内においてキャプチャするべく、且つ、すべての被写
体の記録が可能でない場合には、記録のためにいくつかの被写体を選択するべく、カメラ
４６の方向付けと、そのズーム及び焦点の調節と、について、指示が送付される。好適な
一実施形態においては、自動ビデオ記録システム１０は、被写体が視野内に存在している
又はカメラ４６によって記録されていることを被写体が認知するように、記録されている
複数の被写体に対してフィードバックを提供している。
【０１０５】
　複数の被写体１２が単一のカメラ４６によって記録されると共にすべての被写体１２が
同時に視野内に出現することができない実施形態においては、被写体の組の選択を実行し
なければならない。選択される１つ又は複数の被写体は、複数の代替方法によって判定さ
れてもよい。例えば、システムは、予め設定された最小ズームにおいて視野内においてキ
ャプチャされうる被写体の数を極大化したり、或いは、システムは、予め設定された階層
において被写体を追跡し、第１被写体が追跡されるが、更なる被写体が第１被写体の近傍
にある際には、システムは、第１被写体と近傍の１つ又は複数の第２被写体をキャプチャ
するべく、カメラの向き及び／又はズームを調節する。
【０１０６】
　別の好適な実施形態においては、カメラ４６は、その向きを変更することなしに望まし
い被写体の運動をキャプチャするのに十分な広い視野角を有する高分解能カメラである。
既知であるカメラ４６の場所及び向きと、場所判定技術を使用して判定された被写体１２
の場所と、により、システムは、フルビデオを、ちょうど被写体１２を取り囲むと共に包
含するエリアにトリミングし、カメラ４６が被写体１２を追いかけていた様子を高ズーム
レベルによってトリミング済みのビデオにおいて付与することができる。この実施形態の
一例は、カメラの視野がゲレンデの大部分を包含するように、雪のスキーのゲレンデに対
向した高分解能の固定カメラを利用している。リモート装置１６を有するスキーヤーがカ
メラ４６の視野内においてスキーをした際に、ソフトウェアは、フルビデオをデジタルト
リミングし、スキーヤーが山をスキーで滑り降りるのに伴って、スキーヤーのズームイン
された視野を含むビデオファイルを出力する。複数のスキーヤーが、それぞれ、その独自
のリモート装置１６を担持してもよく、且つ、システムは、別個に、それぞれの個々の被
写体１２の部分をトリミングして取り出すことができる。システムは、いずれのビデオセ
クションがいずれの特定のリモート装置１６と関連付けられているかの情報を維持してい
る。例えば、一日のスキーの終わりに、それぞれのユーザーは、その日にスキーしたユー
ザーのトリミングされたビデオを有するＤＶＤ又はその他の媒体ストレージ装置を収集し
てもよい。或いは、この代わりに、ビデオは、サーバーにアップロードされてもよく、こ
のサーバー上において、それぞれのユーザーは、各自の特定のトリミングされたビデオフ
ァイルにアクセスしてもよい。本実施形態は、１つの広角ショットを記録し、且つ、視野
内における被写体の場所に基づいて、そのショットのセクションをデジタルトリミングし
ていることから、この実施形態は、視野の異なる部分に同時に存在している複数のユーザ
ーのトリミングされたビデオ記録を生成する能力を有する。リモート装置１６を担持して
いる複数のスキーヤーが、同時に、カメラ４６の視野の異なる部分を通じてスキーをした
場合には、システムは、それぞれのユーザーのビデオファイルを別個にトリミングし、且
つ、トリミング済みのビデオファイルを保存する。本実施形態においては、ビデオのトリ
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ことにより、ビデオのトリミングの前に、被写体１２の経路全体が判明する。被写体の場
所データのタイムスタンプとキャプチャされたビデオ上のタイムスタンプを同期化させる
ことにより、且つ、データコレクション内の遅延時間を考慮することにより、カメラの視
野内におけるターゲットの場所の正確な判定を決定可能であり、且つ、ビデオを適切にト
リミングすることができる。
【０１０７】
　自動ビデオ記録システム１０の好適な一実施形態においては、一意の無線チャネルが、
同一のユーザーに属するリモート装置１６と基地局１８のペアによる双方向通信のために
使用されている。別の好適な実施形態においては、複数の基地局１８及びリモート装置１
６は、いずれもが、同一のチャネルを使用して通信しているが、一意の識別コードを利用
して特定の基地局１８を特定のリモート装置１６とペア化している。このような実施形態
においては、パケットの衝突回避プロセスを使用することにより、ペア化されたユニット
が、同一エリア内において使用中であってもよいその他の基地局－リモート装置のペアを
妨げたり又はそれらによって妨げられたりすることのない状態において、相互に容易に通
信可能であることを保証してもよい。これは、通信を一意とするために使用され、且つ、
同一の近傍領域内におけるいくつかの自動ビデオ記録システムの同時使用を許容する。
【０１０８】
　以上の説明において、カメラという用語は、ビデオカメラ、写真カメラ、スマートフォ
ン、ビデオキャプチャ装置などに言及すべく使用されていることに留意されたい。
【０１０９】
　以上、本発明の様々な好適な実施形態、方法、用途、利点、及び特徴について説明した
が、これらの具体的な実施形態、方法、用途、利点、及び特徴が本発明の実施を構成する
唯一のものであると解釈してはならない。実際に、本発明の最も広範な範囲は、変更形態
を含むことを理解されたい。更には、以上の説明及び添付の請求項から、当業者には、本
出願人の発明の多くのその他の用途及び利点について明らかとなろう。
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